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聡

○
は
じ
め
に

当
館
は
昭
和

年
の
開
館
以
降
、
数
多
く
の
歴
史
資
料
を
収
集
し
て
い
る

57

(

注
１)

。
そ
れ
ら
を
永
続
的
に
利
用
に
供
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
取

り
組
み
を
し
な
が
ら
資
料
の
保
存
を
す
す
め
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
公

文
書
管
理
法
の
制
定
や
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
公
文
書
・
歴
史
資
料
の
被

災
と
そ
の
復
旧
活
動
な
ど
を
通
し
て
、
公
文
書
・
歴
史
資
料
の
保
存
の
重
要

性
が
広
く
認
知
さ
れ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
館
の
運
営
費
・
事

業
費
等
の
予
算
は
削
減
さ
れ
て
き
て
お
り
、
可
能
な
取
り
組
み
が
限
ら
れ
て

き
て
い
る(

注
２)

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
資
料
の
保
存
環
境
と
虫
菌
害
対
策
と
し
て
実
施

し
て
い
る
く
ん
蒸
に
視
点
を
あ
て
て
、
日
々
実
施
し
て
い
る
保
存
環
境
調
査

や
作
業
の
中
か
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
可
能
な
範
囲
で

の
改
善
へ
の
道
筋
を
考
え
て
み
た
い
。

１

主
な
取
り
組
み
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
問
題
点

１
．
１

温
湿
度
調
査
よ
り

１
．
１
．
１

調
査
の
概
要

当
館
で
収
集
・
保
管
し
て
い
る
歴
史
資
料
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
、
紙
に

よ
る
資
料
で
あ
る
。
そ
の
紙
資
料
を
劣
化
・
破
損
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
で
あ

る
温
湿
度
は
、
日
々
の
変
動
に
よ
っ
て
資
料
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。

温
度
の
変
動
は
空
気
中
の
水
蒸
気
に
影
響
を
与
え
、
相
対
湿
度
の
変
化
を
生

じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
湿
度
が
低
く
な
れ
ば
乾
燥
に
よ
り
紙
に
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
こ
と
に
な
り
、
湿
度
が
高
く
な
れ
ば
化
学
反
応
に
よ
る
劣
化
や
カ
ビ

の
発
生
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
資
料
の
保
管
施
設
と
し
て
は
、

温
湿
度
の
現
状
把
握
・
管
理
は
非
常
に
重
要
な
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
当
館
で
は
、
書
庫
に
温
湿
度
の
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
を
設
置
し
、
職
員
が

年
間
を
通
じ
て
温
湿
度
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
（
注
３
）
。
概
ね

日
間

10

を
目
安
に
デ
ー
タ
を
回
収
し
、
そ
れ
ら
を
担
当
職
員
が
確
認
し
て
、
対
応
を

協
議
し
て
い
る
。
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
都
合

上
、
全
て
の
書
庫
に
準
備
で
き
ず
、
国
重
要
文
化
財
で
あ
る
「
群
馬
県
行
政

文
書
」
を
収
納
す
る
新
館
２
階
４
Ｂ
書
庫
に
二
カ
所
、
古
文
書
や
絵
図
の
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
収
納
し
、
そ
れ
ら
の
出
納
が
最
も
多
い
本
館
第
４
書

庫
に
二
カ
所
、
そ
れ
と
後
述
す
る
本
館
の
書
庫
連
絡
階
段
に
三
カ
所
の
み
に

群馬県立文書館 『双文』VOL.32
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設
置
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
数
値
の
最
高
・
最
低
を
記
録
で
き
る
デ
ジ
タ
ル

温
湿
度
計
が
６
台
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
配
置
し
、
目
視
に
よ
る
現
況
観
察

を
実
施
し
て
い
る
（
注
４
）
。

担
当
職
員
の
温
湿
度
調
査
と
は
別
に
、
空
調
機
の
運
転
を
担
当
す
る
技
師

が
、
外
気
の
温
湿
度
と
、
空
調
機
の
セ
ン
サ
ー
に
よ
る
温
湿
度
記
録
を
見
な

が
ら
、
空
調
機
を
操
作
し
て
い
る
。

そ
し
て
実
際
の
対
応
時
に
は
、
担
当
職
員
と
技
師
が
意
見
交
換
を
す
る
中

で
、
空
調
機
の
温
湿
度
設
定
や
稼
働
条
件
を
指
示
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

１
．
１
．
２

当
館
の
構
造
と
設
備
お
よ
び
空
調
シ
ス
テ
ム

当
館
は
昭
和

年

月

日
に
開
館
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
地
上

57

11

1

３
階
・
地
下
２
階
の
施
設
で
あ
る
。
そ
の
開
館
時
に
建
築
さ
れ
た
６
書
庫
と
、

平
成
８
年
増
築
に
よ
り
新
た
に
で
き
た
新
館

書
庫
の
計

書
庫
を
有
し
て

10

16

い
る(

注
５)

。
開
館
当
時
の
書
庫
（
以
下
、
本
館
書
庫
）
は
地
下
２
階
を
除

い
て
各
階
１
書
庫
で
あ
り
、
後

か
ら
増
設
さ
れ
た
書
庫
（
以
下
、

新
館
書
庫
）
は
各
階
２
書
庫
と

な
っ
て
お
り
、
合
わ
せ
る
と
各

階
に
つ
き
（
図
１
）
の
よ
う
に

３
書
庫
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
本
館
の
地
下
２
階

に
は
、
書
庫
の
他
に
マ
イ
ク
ロ

保
管
庫
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
館
内
に
は
書
庫
以
外
に
、

閲
覧
室
・
研
修
室
・
く
ん
蒸
室

・
作
業
室
・
整
理
室
・
展
示
室

な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

新
館
書
庫
と
本
館
書
庫
の
用
途
と
設
備
を
比
べ
て
み
る
と
、
新
館
書
庫
は

主
に
行
政
文
書
や
国
の
指
定
を
受
け
た
重
要
文
化
財
が
排
架
さ
れ
て
お
り
、

あ
る
書
庫
が
全
て
電
動
書
架
と
な
っ
て
い
る(

注
６)

。
そ
れ
に
対
し
て
本

10館
書
庫
は
、
主
に
古
文
書
や
図
書
が
排
架
さ
れ
て
お
り
、
１
階
と
３
階
が
電

動
書
庫
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
備
え
付
け
の
書
架
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
庫
に
付
随
す
る
設
備
と
し
て
、
新
館
で
は
全
て
の
書

庫
に
対
し
て
前
室
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
共
有
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
通
路
に
対

し
緩
衝
的
エ
リ
ア
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
本
館
書
庫
に
は
前
室
が
な
く
、

通
路
か
ら
扉
一
枚
を
得
て
直
接
入
退
室
す
る
造
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
新
館

書
庫
に
は
な
い
「
書
庫
連
絡
階
段
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
絡
階
段

は
、
地
下
２
階
か
ら
地
上
３
階
の
各
階
の
本
館
庫
間
を
直
接
移
動
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
書
庫
以
外
へ
の
扉
や
通
路
は
な
い
た
め
、
外
部
に
出
る
こ
と

は
で
き
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
か
り
を
取
り
入
れ
る
窓
等
も

な
く
、
ほ
ぼ
密
閉
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
館
の
空
調
シ
ス
テ
ム
を
確
認
す
る
。
当
館
で
は
、
建
物
の
地
下
に
設

置
さ
れ
て
い
る
巨
大
な
水
槽
に
貯
め
ら
れ
た
水
を
温
水
・
冷
水
に
変
換
す
る

方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
温
水
や
冷
水
を
使
い
、
空
気
の
温
度

・
湿
度
の
調
節
を
行
う
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
地
下
水

槽
で
冷
水(

約

ｔ)

と
温
水(

約

ｔ)

を
つ
く
り
、
ま
ず
空
気
を
冷
水
の
ラ

700

350

ジ
エ
タ
ー
に
通
し
、
空
気
中
の
水
分
を
水
滴
化
さ
せ
除
去
、
そ
の
後
、
温
水

の
ラ
ジ
エ
タ
ー
で
適
温
に
温
め
て
室
外
へ
出
す
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
（
吹

き
出
し
口
で
は
、
夏
は
冷
風
、
冬
は
温
風
と
し
て
出
て
く
る
。
）

書
庫
内
の
空
調
管
理
も
行
っ
て
い
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
は

時
間
稼
働
で
は

24

な
く
、
機
械
の
稼
働
に
伴
う
経
費
削
減
の
た
め
、
１
日
６
時
間
（
９
時
～
15

時
）
稼
働
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
館
・
新
館
と
も
に
、
水
槽
の
水

（図１） 2 階書庫の配置
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を
活
用
し
た
空
調
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
書
庫
内
の
空
調
に
は
設
備
上
の
違

い
が
あ
る
。

新
館
書
庫
は
、
各
階
に
温
湿
度
調
整
さ
れ
た
空
気
を
送
る
送
風
機
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
階
そ
れ
ぞ
れ
で
書
庫
内
の
温
湿
度
調
整
が
可

能
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
同
一
階
に
２
つ
あ
る
書
庫
は
、
別
々
に
温
湿
度
を

設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
）
そ
れ
に
対
し
、
本
館
書
庫
で
は
地
下
２
階

～
地
上
１
階
で
１
つ
の
送
風
機
が
設
置
さ
れ
、
地
上
２
・
３
階
で
１
つ
の
送

風
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
５
つ
の
フ
ロ
ア
を
、
２
つ
の
送
風
機

で
調
節
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
各
階
そ
れ
ぞ
れ
で
温
湿
度
を

設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
送
風
機
に
は
加
湿
器
が
取
り
付
け
ら
れ

て
お
り
、
設
定
に
応
じ
て
加
湿
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
館
書
庫
・
新
館
書
庫
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
制
限
が
あ
る

も
の
の
、
基
本
的
に
温
湿
度
は
室
温

℃
・
湿
度

％
を
基
準
に
設
定
さ
れ

23

55

て
い
る
。
こ
の
空
調
設
定
は
、
各
書
庫
内
に
一
か
所
ず
つ
設
置
さ
れ
て
い
る

セ
ン
サ
ー
に
よ
り
測
定
さ
れ
、
地
下
の
機
械
室
で
こ
の
デ
ー
タ
を
記
録
し
、

必
要
に
応
じ
て
温
湿
度
が
調
整
さ
れ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

１
．
１
．
３

構
造
と
設
備
お
よ
び
空
調
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点

前
述
し
た
と
お
り
、
新
館
書
庫
と
本
館
書
庫
で
は
設
備
や
空
調
シ
ス
テ
ム

に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
同
一
の
階
に
あ
っ
て
も
異
な
る
問
題
点
が
あ
る
。

（
１
）
新
館
書
庫
の
問
題
点

【
空
調
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
時
間
と
施
設
の
構
造
的
な
問
題
】

空
調
シ
ス
テ
ム
は
、
新
館
・
本
館
と
も
に
６
時
間
稼
働
で
あ
る
。
換
言
す

る
と
１
日
の

は
空
調
が
停
止
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
の

時
間
の
稼

3/4

6

働
も
目
安
で
あ
り
、
節
電
対
策
の
た
め
、
外
気
と
の
関
連
や
館
内
温
湿
度
の

状
況
を
細
か
く
監
視
し
、
で
き
る
限
り
稼
働
時
間
を
短
く
す
る
よ
う
に
し
て

（グラフ１) 
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（グラフ２）  

い
る
。
更
に
新
館
書
庫
は
建
物
の
南
側
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、
比
較
的

外
気
温
の
影
響
も
受
け
や
す
い
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
夏
季

（
高
温
時
）
と
冬
期
（
低
温
時
）
は
書
庫
内
の
温
度
の
変
動
が
著
し
く
、
温

湿
度
を
一
定
に
保
つ
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
新
館
書
庫
内
の
夏
期
（
８

月
）
と
冬
期
（
１
月
）
の
温
湿
度
の
変
化
を
ま
と
め
た
も
の
が
（
グ
ラ
フ
１
）

で
あ
る
。
グ
ラ
フ
中
の
上
部
の
折
れ
線
が
湿
度
を
表
し
、
下
部
の
折
れ
線
が

室
温
を
表
し
て
い
る
。
夏
期
・
冬
期
と
も
に
、
毎
日
の
空
調
シ
ス
テ
ム
稼
働

開
始
直
後
の
急
激
な
温
湿
度
変
化
が
、
細
か
な
折
れ
線
の
振
れ
幅
で
表
さ
れ

て
い
る
。

【
書
庫
内
の
温
湿
度
セ
ン
サ
ー
の
問
題
】

書
庫
内
の
空
調
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
温
湿
度
セ
ン
サ
ー
は
、
書
庫

入
口
す
ぐ
近
く
の
１
箇
所
の
み
の
設
置
で
あ
り
、
（
グ
ラ
フ
２
）
で
示
す
と

お
り
書
庫
の
一
番
奥
側
に
設
置
さ
れ
て
い
る
空
調
吹
き
出
し
口
付
近
と
の
環

境
の
変
化
が
大
き
く
、
書
庫
内
の
温
湿
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
細
か
く
対
応
で

き
て
い
な
い
（
注
７
）
。
そ
の
た
め
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
書
庫
内
を
暖
め

る
時
に
は
急
激
な
温
風
が
、
冷
却
す
る
時
は
急
激
な
冷
風
が
吹
き
出
し
口
か

（写真１）新館書庫 書庫の隙間

（写真２）新館書庫 天井との隙間
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ら
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
朝
９
時
前
後
の
空
調
稼
働
時
に
は
、
年
間
を
と
お

し
て
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
（
写
真
１
・
２
）
で
見

る
よ
う
に
、
書
棚
の
間
隔
が
狭
い
こ
と
も
、
吹
き
出
し
口
か
ら
出
さ
れ
る
空

気
の
流
れ
を
妨
げ
、
空
調
吹
き
出
し
口
付
近
と
温
湿
度
セ
ン
サ
ー
付
近
の
環

境
差
を
生
む
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
本
館
書
庫
の
問
題
点

本
館
書
庫
は
、
新
館
書
庫
と
比
較
す

る
と
、
書
庫
内
の
天
井
が
高
く
、
書
棚

と
書
棚
の
間
隔
に
も
余
裕
が
あ
る
の
で

空
気
の
流
れ
が
確
保
さ
れ
、
（
グ
ラ
フ

３
）
に
示
す
よ
う
に
新
館
よ
り
安
定
し

た
温
湿
度
の
値
を
記
録
し
て
い
る
（
写

真
３
・
４
）
。
し
か
し
、
常
に
湿
度
が

高
め
で
あ
る
「
書
庫
連
絡
階
段
」
（
写

真
５
）
と
面
し
て
い
る
事
も
あ
り
、
目

を
離
す
事
が
で
き
な
い
状
況
下
に
あ

る
。「

書
庫
連
絡
階
段
」
は
本
館
書
庫
へ

の
扉
以
外
の
出
口
を
持
た
な
い
と
い

う
、
あ
る
意
味
密
閉
さ
れ
た
空
間
に
な

っ
て
お
り
、
空
気
の
循
環
が
ほ
と
ん
ど

な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
地
下
に
設
置
さ

れ
た
空
調
シ
ス
テ
ム
用
の
水
槽
の
影

響
、
も
し
く
は
外
壁
の
亀
裂
に
よ
る
浸

水
の
影
響
か
判
別
で
き
な
い
が
、
一
年

を
通
し
て
常
に
高
湿
度
の
状
況
で
あ

る
。
そ
の
高
湿
度
の
状
況
の
た
め
、
以
前
に
は
壁
面
の
剥
離
や
カ
ビ
が
発
生

し
た
経
緯
も
あ
る(

注

)

。
そ
の
「
書
庫
連
絡
階
段
」
と
本
館
書
庫
は
、
鉄

8

扉
一
枚
で
隣
接
し
て
い
る
状
態
に
あ
る(

注

)

。

9

（写真６）本館 書庫連絡階段除湿器 （写真５）本館 書庫連絡階段

（グラフ３） 

（写真４）本館書庫 書庫内通路 （写真３）本館書庫 書庫の隙間
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本
館
書
庫
に
影
響
を
与
え
る
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
、
「
書
庫
連
絡
階

段
」
に
は
２
台
の
除
湿
器
（
写
真
６
）
を
設
置
し
て
、
常
に
除
湿
を
行
っ
て

い
る
。
し
か
し
密
閉
状
態
に
近
い
そ
の
構
造
上
、
除
湿
器
に
よ
り
水
を
吸
い

上
げ
て
も
、
直
接
パ
イ
プ
等
で
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
１
台
の
除
湿
器

は
、
水
を
貯
め
る
ポ
リ
タ
ン
ク
を
除
湿

器
外
部
に
設
置
し
て
、
貯
ま
り
具
合
を

見
な
が
ら
職
員
が
排
水
し
て
い
る
状
態

で
あ
る(

注

)

。
ま
た
、
土
日
や
休
業

10

日
等
で
職
員
、
担
当
者
が
不
在
の
場
合

は
、
タ
ン
ク
に
貯
め
た
水
が
溢
れ
な
い

よ
う
、
除
湿
器
を
停
止
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
た
め
、
常
に
目
が
離
せ
な
い
状

況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
書
庫
連
絡

階
段
」
は
、
施
設
の
構
造
上
の
問
題
と

機
器
稼
働
の
問
題
に
よ
り
、
長
期
間
に

お
よ
ぶ
除
湿
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が

難
し
い
状
況
に
あ
り
、
（
別
表
１
）
で

示
す
よ
う
に
一
時
的
で
あ
る
が
高
湿
度

の
危
機
的
な
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。

１
．
１
．
４

各
問
題
点
へ
の
対
応
策
今
回
取
り
上
げ
た
２
階
の
新
・
本
館

書
庫
に
は
、
壁
面
に
常
設
さ
れ
て
い
る
温
湿
度
セ
ン
サ
ー
だ
け
で
は
な
く
、

吸
入
口
の
あ
る
書
庫
の
入
り
口
付
近
と
、
吹
き
出
し
口
の
あ
る
奥
付
近
に
２

箇
所
に
温
湿
度
計
を
設
置
し
て
い
る(

注

)

。
国
の
指
定
を
受
け
た
重
要
文

11

化
財
が
保
管
さ
れ
て
い
る
新
館
書
庫
及
び
そ
の
前
室
と
、
主
に
古
文
書
が
保

（別表１）

室温℃ 湿度％ 室温℃ 湿度％ 室温℃ 湿度％

11 月 7 日 （金） 19.5 48 17.9 54 17.5 55

11 月 10 日 （月） 19.0 48 17.1 55 16.3 57

11 月 13 日 （木） 18.9 52 17.1 59 16.3 60

11 月 18 日 （火） 18.3 58 15.5 68 14.2 72

地下２階～１階 １階～２階 ２階～３階

　H26年度１１月抜粋　「書庫連絡階段」除湿器停止後の推移

管
さ
れ
て
い
る
本
館
書
庫
は
、
こ
れ
ら
設
置
し
た
２
つ
の
計
器
で
温
湿
度
調

査
を
行
い
、
適
切
な
環
境
を
保
っ
て
い
く
た
め
の
「
基
礎
デ
ー
タ
」
と
し
て

い
る
。

新
館
書
庫
の
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
稼
働
時
間
や
設
備
に
関
す
る
問
題
点

に
関
し
て
は
、
壁
面
に
設
置
さ
れ
て
い
る
温
湿
度
セ
ン
サ
ー
の
結
果
だ
け
で

は
な
く
、
こ
の
「
基
礎
デ
ー
タ
」
の
分
析
・
活
用
を
図
り
、
季
節
ご
と
の
温

湿
度
を
考
慮
し
て
温
湿
度
設
定
を
調
整
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
計
測
し
て
い

る
「
基
礎
デ
ー
タ
」
を
用
い
て
、
書
庫
内
の
環
境
を
上
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
館
書
庫
に
お
い
て
は
、
隣
接
す
る
「
書
庫
連
絡
階
段
」
の
環
境
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
非
常
に
重
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
書
庫
連
絡
階
段
」
に
、

地
下
２
階
か
ら
地
上
３
階
の
間
に
３
つ
の
温
湿
度
計
を
設
置
し
て(

注

)

、

12

そ
の
温
湿
度
の
状
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
壁
面
の
状
況
な
ど
を
観
察

し
て
い
る
。
こ
の
日
常
的
な
観
察
と
温
湿
度
調
査
に
加
え
、
２
台
の
除
湿
器

の
活
用
を
図
り
、
今
後
も
本
館
書
庫
へ
の
影
響
を
未
然
に
防
ぐ
よ
う
心
が
け

て
い
く
。

１
．
２

害
虫
捕
獲
調
査
よ
り

１
．
２
．
１

調
査
の
概
要

当
館
で
は
、
館
内
に
歩
行
虫
ト
ラ
ッ
プ
を

ヶ
所
設
置
し
、
数
ヶ
月
毎
に

50

交
換
・
捕
獲
虫
に
つ
い
て
種
・
個
体
数
を
確
認
し
傾
向
分
析
を
行
っ
て
い
る

(
注

)

。

ヶ
所
の
内
訳
と
し
て
は
、
書
庫
以
外
の
館
内
各
所
に

、
書
庫

13

50

27

に

ヶ
所
設
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
ト
ラ
ッ
プ
を
設

23
置
し
、
監
視
を
行
っ
て
い
る
。
以
前
は
月
毎
に
捕
獲
虫
の
種
・
個
体
数
を
確

認
し
て
い
た
が
、
交
換
を
伴
わ
な
い
確
認
で
あ
っ
た
た
め
に
、
結
果
と
し
て

数
の
正
確
な
カ
ウ
ン
ト
が
で
き
ず
、
担
当
の
負
担
感
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
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ト
ラ
ッ
プ
の
交
換
時
の
み
の
種
・
個
体
数
の
確
認
と
し
て
い
る
。
２
ヵ
月
程

度
の
間
隔
で
交
換
・
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
ト
ラ
ッ
プ
購
入

の
予
算
が
そ
れ
ほ
ど
確
保
で
き
な
い
た
め
、
３
～
４
ヵ
月
程
度
を
基
本
と
し

て
、
時
期
的
な
虫
の
発
生
量
（
捕
獲
量
）
も
勘
案
し
、
流
動
的
な
期
間
設
定

で
実
施
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

実
際
の
調
査
で
は
、
担
当
２
～
３
人
で
、
ト
ラ
ッ
プ
廃
棄
用
の
ビ
ニ
ー
ル

袋
と
交
換
用
の
新
し
い
ト
ラ
ッ
プ
を
持
ち
、
設
置
箇
所
を
回
り
、
回
収
。
種

・
個
体
数
の
記
録
を
行
い
、
済
ん
だ
も
の
は
廃
棄
し
、
新
た
な
ト
ラ
ッ
プ
を

設
置
す
る
。
館
内
全
て
ト
ラ
ッ
プ
の
確
認
・
交
換
に
要
す
る
時
間
は
概
ね
1

時
間
半
程
度
で
あ
る
。

調
査
結
果
は
、
（
別
表
２
）
の
よ
う
に
ま
と
め
て
、
傾
向
に
つ
い
て
担
当

者
同
士
で
話
し
合
い
、
全
職
員
に
「

だ
よ
り
」
と
し
て
供
覧
し
周
知
す
る

IPM

と
と
も
に
、
対
応
が
必
要
な
箇
所
に
担
当
が
処
置
を
行
っ
た
り
、
必
要
に
応

じ
て
館
員
に
対
応
を
呼
び
か
け
た
り
し
て
い
る
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
歩

行
虫
・
飛
行
虫
な
ど
の
外
部
か
ら
侵
入
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
館
内
で
の
繁

殖
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
等
、
捕
獲
場
所
・
状
況
と
の
関
係
に
留
意

す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
職
員
の
目
視
や
捕
獲
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
調
査
結
果
と
合
わ
せ

て
記
録
を
ま
と
め
、
日
常
的
に
意
識
を
高
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
記
録
用

紙
を
所
定
の
場
所
に
設
置
し
、
目
視
・
捕
獲
し
た
状
況
を
メ
モ
し
て
も
ら
う

よ
う
に
し
、
そ
の
記
載
内
容
も
（
別
表
２
）
に
反
映
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

１
．
２
．
２

こ
れ
ま
で
の
対
応

過
去
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
取
り
組
ん
で
き
た
対
応
に
は
次
の
よ
う
な

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
玄
関
マ
ッ
ト
で
の
靴
底
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
】

館
外
か
ら
の
異
物
を
持
ち
込
ま
な
い
た
め
に
、
玄
関
マ
ッ
ト
を
設
置
し
、

職
員
は
館
内
に
入
る
時
に
そ
こ
で
靴
底
を
ぬ
ぐ
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

【
館
内
履
き
の
着
用
】

異
物
を
極
力
書
庫
内
等
に
持
ち
込
ま
な
い
為
に
事
務
室
及
び
更
衣
ス
ペ

ー
ス
で
館
内
履
き
に
履
き
替
え
て
業
務
を
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
行

政
利
用
や
見
学
な
ど
の
来
館
者
に
つ
い
て
も
、
書
庫
に
入
る
場
合
に
は
、

ス
リ
ッ
パ
に
履
き
替
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

【
玄
関
ド
ア
下
部
の
隙
間
を
ふ
さ
ぐ
ゴ
ム
の
設
置
】

玄
関
の
自
動
ド
ア
の
下
部
に
隙
間
が
見
受
け
ら
れ
た
た
め
、
ゴ
ム
テ
ー

プ
を
貼
り
隙
間
の
減
少
を
図
っ
て
い
る
。
隙
間
か
ら
の
歩
行
虫
の
侵
入

を
防
ぐ
た
め
の
対
策
で
あ
る
。

【
ゴ
ミ
の
始
末
の
徹
底
】

ゴ
キ
ブ
リ
等
の
繁
殖
が
想
定
さ
れ
た
時
期
が
あ
り
、
害
虫
を
館
内
で
増

や
さ
な
い
た
め
に
食
事
に
伴
う
生
ゴ
ミ
等
の
捨
て
方
を
決
め
て
い
る
（
注

）
14

【
飲
食
場
所
の
限
定
】

飲
食
物
屑
の
落
下
等
に
よ
る
虫
の
引
き
寄
せ
を
防
ぐ
た
め
、
職
員
・
来

館
者
と
も
飲
食
を
す
る
場
所
を
限
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
場
所
の
清

掃
を
徹
底
し
て
い
る
。

【
整
理
室
へ
の
扉
の
開
放
禁
止
】

飛
行
虫
、
歩
行
虫
の
進
入
及
び
湿
度
の
影
響
を
低
減
す
る
た
め
、
玄
関

ロ
ビ
ー
と
整
理
室
ゾ
ー
ン
と
の
境
に
あ
る
扉
は
、
通
常
閉
め
て
お
く
よ

う
に
し
て
い
る
。
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（別表２）

館内及び書庫内害虫捕獲状況　　　　　　　　　　　　　　平成２６年８月２２日(金)調査分　　　　 群馬県立文書館

◇捕獲期間　平成２６年４月９日～２６年８月２２日(４ケ月間)

階 トラップ№ 粘着トラップ設置場所 捕 獲 種 及び 捕 獲 数 備　考

小羽虫３　　砂多 大
小クモ２　小羽虫４　タカラダニ６ 大
小クモ２　小羽虫３　チャタテムシ２ 小
小クモ１　小羽虫１　チャタテムシ１ 小
小クモ３　チャタテムシ６ 小
小クモ１　タカラダニ３ 小
ゴキブリ大１　小クモ５　小羽虫３　タカラダニ１　チャタテムシ４ 小
ワラジムシ５　小クモ３　小羽虫１７　タカラダニ４３ 小

ハサミムシ１　小クモ１　蚊１　小羽虫１ 大
小羽虫２　チャタテムシ２ 大
ワラジムシ１　ホコリ多
（未捕獲）

大
大

小羽虫６　チャタテムシ３ 大
イガ１　小羽虫２　チャタテ３　ホコリ多／チャタテ３ 小×２
小クモ１　タカラダニ１ 小
チャタテムシ２ 小
小クモ１　タカラダニ３　チャタテムシ２ 小
小クモ１　タカラダニ１　チャタテムシ３ 小

ゴキブリ大１-小１４（産卵）　蛾１　小羽虫１６ 大
大クモ１　アリ１　蚊１　小羽虫９　タカラダニ２ 大
小クモ１　小羽虫１ 大
イガ１　小クモ２　小羽虫６ 大
小クモ１　タカラダニ２　小羽虫８　チャタテムシ１ 大
大クモ１　小クモ２　ワラジムシ２　カマドウマ１　アリ４　小羽虫38　タカラダニ２ 大
甲虫１　小クモ２　アリ１　小羽虫１８　ゴキブリ足 大
小クモ５　ワラジムシ１　ヒメマルカツオブシムシ２　ハサミムシ１ 特別トラップ
小クモ１　チャタテムシ１ 大
ワラジムシ２　小クモ１　小羽虫２　タカラダニ２　チャタテムシ３ 大
小クモ３　小羽虫１　タカラダニ２　チャタテムシ２ 大
ゴキブリ１　ワラジムシ２　小クモ２　タカラダニ15　小羽虫２　チャタテ７ 大
蚊１　タカラダニ18　チャタテムシ３ 大
蛾１　チャタテムシ１ 大
小羽虫３　タカラダニ１　チャタテムシ２　ホコリ多 大
大クモ１　小羽虫１　チャタテムシ３ 大
蛾１　小クモ３　小羽虫25　タカラダニ10　砂多　ゴキブリあと　 大
甲虫３　小クモ２　ワラジムシ１　小羽虫16　タカラダニ12　ホコリ多 大
小クモ４　チャタテムシ３　ホコリ多 小
ハサミムシ１　小クモ３　シミ１　チャタテムシ１ 小
ハサミムシ１　小クモ２　タカラダニ１　チャタテムシ１ 小

チャタテムシ７ 小
小クモ２ 小
タカラダニ１　チャタテムシ２ 小
小クモ１　アリ１　小羽虫３　チャタテムシ５ 小

小クモ３　小羽虫５　チャタテムシ５　ホコリ多 大
カマドウマ１　小羽虫５ 大
小クモ３　小羽虫３　チャタテムシ７　ワラジムシ１ 小
大クモ１　小クモ４　カマドウマ１　小羽虫３　チャタテムシ２ 小
小クモ２　小羽虫２　タカラダニ１ 小
小クモ１　チャタテムシ１　ハエ１ 小
（未捕獲） 大

職員目視及び
捕獲報告

捕獲数計

3

5-1　 男子トイレ内
5-2　 女子トイレ内
5-3　 第５書庫入口
5-4　 ５Ａ書庫入口
5-5　 ５Ａ書庫非常口
5-6　 ５Ｂ書庫入口
5-7　 廊下西           

5-8　 研修室           

3-18  ３Ａ書庫入口

2

4-1　 男子トイレ内
4-2　 女子トイレ内

4-3　 給湯室入口（１)
        給湯室冷蔵庫脇（２）
4-4　 第３整理室南西
4-5　 第４書庫入口／北東奥
4-6　 ４Ａ書庫入口
4-7　 ４Ａ書庫非常口
4-8　 ４Ｂ書庫入口

4-9   ４Ｂ書庫奥

3-13  特殊作業室（西）
3-14  荷解室
3-15  車庫シャッター脇(南)
3-16  車庫シャッター脇(北)
3-17  第３書庫入口

B1

2-1　 第２書庫入口
2-2　 ２Ａ書庫入口
2-3　 ２Ａ書庫非常口

2-4　 ２Ｂ書庫入口

1

3-1　 男子トイレ内
3-2　 女子トイレ内
3-3　 身障者用トイレ内
3-4　 警備室内サーバ脇
3-5　 事務室給湯室

3-6 　玄関自動ドア脇(東)
3-7 　玄関自動ドア脇(西)
　　　　展示室
3-8　 第１整理室冷蔵庫脇

3-19  ３Ｂ書庫入口

3-9　 第２整理室流し脇
3-9-2 第２整理室北側窓下
3-10　特殊作業室前廊下 (東)
3-11　特殊作業室前廊下 (西)
3-12  特殊作業室（東）

□今回の捕獲状況について□
・夏の捕獲ということで、前回の捕獲数から比べると倍増している。特に玄関自動ドアや書庫シャッターでの小羽虫は捕
獲数が非常に多かった。
・ゴキブリの目撃情報もあり、産卵している様子も見られたことから、特に注意が必要と考えられる。
・タカラダニは大量発生（5～7月）時期にも重なり、捕獲数小羽虫に次いで多い傾向にあった。

1-5　 １Ａ書庫非常口
1-6　 １Ｂ書庫入口

1-7　 倉庫              

◇トラップ設置数
　館内　 27 (大)
　書庫内 23 (ﾐﾆ)
   　　計50ケ所

大クモ3　小クモ2　ダンゴムシ2　小羽虫2　ガ1　ゴキブリ3　アリ2　タカラダニ7
その他3(ハエ2　カメムシ1)   10種　25個体
大クモ4　　小クモ71　ワラジムシ15　　小羽虫209 　　ガ3　　ハサミムシ4
ゴキブリ17 　甲虫4　　　アリ7　シミ１　　　イガ2　　　　　チャタテムシ88
タカラダニ127 　ヒメマルカツオブシムシ2　　蚊4　　　　　15種　５６１個体
その他（砂多し2・ホコリ多し5・ゴキブリのあと2）

B2

1-1　 機械室洗濯機脇
1-2　 エレベータ前
1-3　 第１書庫入口
1-4　 １Ａ書庫入口
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【
書
庫
へ
の
入
室
や
資
料
を
扱
う
場
面
で
の
白
衣
着
用
】

通
常
白
衣
は
衣
服
に
汚
れ
が
付
く
の
を
防
ぐ
こ
と
が
着
用
の
目
的
と
な

る
が
、
当
館
の
場
合
、
衣
服
に
つ
い
た
埃
、
胞
子
な
ど
を
書
庫
内
や
資

料
に
直
接
落
と
さ
な
い
た
め
に
、
白
衣
を
着
用
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

【
書
庫
出
入
り
口
の
粘
着
シ
ー
ト
利
用
】

書
庫
入
り
口
に
粘
着
マ
ッ
ト
を
設
置
し
、
室
内
履
き
の
底
に
つ
い
た
ゴ

ミ
や
埃
を
極
力
書
庫
内
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

【
ロ
ビ
ー
・
展
示
室
照
明
の

化
】

LED

以
前
は
、
通
常
の
蛍
光
灯
（
紫
外
線
カ
ッ
ト
）
や
電
球
で
あ
っ
た
照
明

を

に
入
れ
替
え
て
い
る
。

は
蛍
光
灯
、
電
球
に
比
べ
て
、
虫
の
好

LED

LED

む
波
長
の
光
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
た
め
、
虫
が
寄
り
に
く
い
。
玄
関

ロ
ビ
ー
と
展
示
室
・
展
示
ケ
ー
ス
の
照
明
を

に
し
て
い
る
。
な
お
、

LED

消
費
電
力
削
減
の
効
果
も
あ
る
。
展
示
室
・
展
示
ケ
ー
ス
の
照
明
は
人

感
セ
ン
サ
ー
を
つ
け
て
、
観
覧
者
が
あ
る
と
き
の
み
点
灯
す
る
よ
う
に

も
し
て
い
る
。

１
．
２
．
３

調
査
結
果
に
見
ら
れ
る
当
館
の
状
況

次
に

年
度
に
お
け
る
調
査
結
果
か
ら
状
況
を
見
て
み
た
い
。（
別
表
２
、

26

３
）
は

年
度
の
４
月
～
８
月
の
害
虫
捕
獲
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
集
計
の

26

都
合
上
、
各
階
毎
の
整
理
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ゾ
ー
ン
別
に
ま
と
め
直

し
た
も
の
が
、
（
別
表
４
）
で
あ
る
。
Ａ
ゾ
ー
ン
は
、
一
般
来
館
者
が
出
入

り
を
す
る
と
こ
ろ
（
開
放
空
間
）
、
Ｂ
ゾ
ー
ン
は
一
般
来
館
者
は
出
入
り
し

な
い
が
下
足
に
よ
る
出
入
り
の
可
能
性
が
あ
っ
た
り
職
員
に
よ
る
飲
食
の
機

会
が
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
（
半
開
放
空
間
）
、
Ｃ
ゾ
ー
ン
は
書
庫
な
ど
室

内
履
き
の
み
で
出
入
り
す
る
と
こ
ろ
（
閉
鎖
空
間
）
と
分
類
し
て
い
る
。

群馬県立文書館 『双文』VOL.32

（別表３）
館内害虫捕獲集計表 H26.4～H26.8

階
トラップ

No
設置場所 大クモ 小クモ

ワラジ
ムシ

ダンゴ
ムシ

ゲジ
ゲジ

小羽虫 ガ
カマド
ウマ

コオ
ロギ

ハサミ
ムシ

ゴキ
ブリ

甲虫 アリ シミ
カツオブ
シムシ

イガ
チャタ
テムシ

タカラ
ダニ

その他
場所別
合計

1 5-1 男子トイレ内 3 3
2 5-2 女子トイレ内 2 4 6 12
3 5-3 第５書庫入口 2 3 2 7
4 5-4 ５A書庫入口 1 1 1 3
5 5-5 ５A書庫非常口 3 6 9
6 5-6 ５B書庫入口 1 3 4
7 5-7 廊下西 5 3 1 4 1 14
8 5-8 研修室 3 5 17 43 68

9 4-1 男子トイレ内 1 1 1 1 4
10 4-2 女子トイレ内 2 2 4
11 4-3 給湯室 1 1
12 4-3 給湯室冷蔵庫脇 0
13 4-4 第３整理室南西 6 3 9
14 4-5 第４書庫入口 2 1 6 9
15 4-6 ４A書庫入口 1 1 2
16 4-7 ４A書庫非常口 2 2
17 4-8 ４B書庫入口 1 2 3 6
18 4-9 ４B書庫奥 1 3 1 5

19 3-1 男子トイレ内 16 1 15 32
20 3-2 女子トイレ内 1 9 1 2 1 14
21 3-3 身障者用トイレ内 1 1 2
22 3-4 警備室内サーバ脇 2 6 1 9
23 3-5 事務室給湯室 1 8 1 2 12
24 3-6 玄関自動ドア脇(東） 1 2 2 38 1 4 2 50
25 3-7 玄関自動ドア脇(西） 2 18 1 1 22

展示室 5 1 1 2 9
26 3-8 第１整理室冷蔵庫脇 1 1 2
27 3-9 第２整理室流し脇 1 2 2 3 2 10
28 3-9-2 第２整理室北側窓下 3 1 2 2 8
29 3-10 特殊作業室前廊下(東） 2 2 2 1 7 15 29
30 3-11 特殊作業室前廊下(西） 3 18 1 22
31 3-12 特殊作業室(東） 1 1 2
32 3-13 特殊作業室(西） 3 2 1 6
33 3-14 荷解室 1 1 3 5
34 3-15 車庫シャッター脇(南） 3 25 1 10 39
35 3-16 車庫シャッター脇(北） 2 1 16 3 12 34
36 3-17 第３書庫入口 4 3 7
37 3-18 ３A書庫入口 3 1 1 1 6
38 3-19 ３B書庫入口 2 1 1 1 5

39 2-1 第２書庫入口 7 7
40 2-2 ２A書庫入口 2 2
41 2-3 ２A書庫非常口 2 1 3
42 2-4 ２B書庫入口 1 3 1 5 10

43 1-1 機械室洗濯機脇 3 5 5 13
44 1-2 エレベータ前 5 1 6
45 1-3 第１書庫入口 3 1 3 7 14
46 1-4 １A書庫入口 1 4 3 1 2 11
47 1-5 １A書庫非常口 2 2 1 5
48 1-6 １B書庫入口 1 1 1 3
49 1-7 倉庫 0

50 その他 （目視情報） 3 2 2 2 1 3 2 7 3 25

大クモ 小クモ
ワラジ
ムシ

ダンゴ
ムシ

ゲジ
ゲジ

小羽虫 ガ
カマド
ウマ

コオ
ロギ

ハサミ
ムシ

ゴキ
ブリ

甲虫 アリ シミ
カツオブ
シムシ

イガ
チャタ
テムシ

タカラ
ダニ

その他 合計

7 73 15 2 0 211 4 3 0 4 20 4 9 1 2 2 88 134 7 586

3

2

1

B１

B2
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ま
ず
は
、
ゾ
ー
ン
別
の
捕
獲
し
た
虫
の
数
で
そ
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
す

る
。

【
Ａ
ゾ
ー
ン
（
開
放
空
間
）
】
ロ
ビ
ー
、
展
示
室
、
研
修
室
、
ト
イ
レ
、
機

械
室
、
車
庫
等

捕
獲
数
は

匹
。
各
ゾ
ー
ン
中
、
最
も
虫
の
捕
獲
数
が
多
い
こ
と
か
ら
、

326

ム
シ
の
侵
入
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
外
部
と
の
ド
ア
が
開
い

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ド
ア
の
隙
間
や
開
閉
時
に
入
っ

て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
館
外
と
ド
ア
や
シ
ャ
ッ
タ
ー
で
面
し
て
い
る
場

所
は
、
小
羽
虫
の
捕
獲
数
の
多
さ(

匹)

か
ら
、
少
な
か
ら
ず
室
内
灯
の
光

163

源
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
小
羽
虫
の
捕

獲
数
の
多
さ
が
、
ク
モ
の
捕
獲
数
の
多
さ(

匹)

に
影
響
を
与
え
て
い
る
と

29

推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
館
外
に
お
い
て
、
毎
年
５
～
７
月
に
タ
カ
ラ
ダ
ニ
が
大
量
に
発
生

し
て
い
る
。
発
生
自
体
は
館
外
で
あ
る
が
、
外
部
に
面
し
て
い
る
場
所
で
は

そ
の
影
響(

匹)

が
出
て
い
る
。
な
お
、
ゴ
キ
ブ
リ
の
捕
獲
数
が
多
い
箇
所

76

は
、
ト
ラ
ッ
プ
に
捕
獲
さ
れ
て
い
る
際
に
、
ト
ラ
ッ
プ
内
で
産
卵･

孵
化
が

行
わ
れ
た
事
に
よ
る
。

【
Ｂ
ゾ
ー
ン
（
半
開
放
空
間
）
】
整
理
室
、
事
務
室
、
給
湯
室
、
倉
庫
、
荷

解
室捕

獲
数
は

匹
。
飲
食
が
可
能
な
場
所
も
含
ま
れ
る
た
め
、
ゴ
キ
ブ
リ
の

115

捕
獲
が
見
ら
れ
る
な
ど
少
な
か
ら
ず
そ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
タ
カ
ラ
ダ
ニ
の
捕
獲
数(

匹)

が
多
い
傾
向
に
あ
り
、
小
羽
虫
の

40

捕
獲(
匹)

も
見
ら
れ
る
事
か
ら
、
虫
の
出
入
り
が
多
い
Ａ
ゾ
ー
ン
（
開
放

29

空
間
）
と
接
し
て
い
る
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
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（別表４）
館内害虫捕獲集計表 H26.4～H26.8

階
トラップ

No
設置場所 大クモ 小クモ

ワラジ
ムシ

ダンゴ
ムシ

ゲジ
ゲジ

小羽虫 ガ
カマド
ウマ

コオ
ロギ

ハサミ
ムシ

ゴキ
ブリ

甲虫 アリ シミ
カツオブ
シムシ

イガ
チャタ
テムシ

タカラ
ダニ

その他
場所別
合計

ゾーン別
合計

1 3 5-1 男子トイレ内 3 3
2 3 5-2 女子トイレ内 2 4 6 12
7 3 5-7 廊下西 5 3 1 4 1 14
8 3 5-8 研修室 3 5 17 43 68
9 2 4-1 男子トイレ内 1 1 1 1 4

10 2 4-2 女子トイレ内 2 2 4
19 1 3-1 男子トイレ内 16 1 15 32
20 1 3-2 女子トイレ内 1 9 1 2 1 14
21 1 3-3 身障者用トイレ内 1 1 2
24 1 3-6 玄関自動ドア脇(東） 1 2 2 38 1 4 2 50
25 1 3-7 玄関自動ドア脇(西） 2 18 1 1 22

1 展示室 5 1 1 2 9
34 1 3-15 車庫シャッター脇(南） 3 25 1 10 39
35 1 3-16 車庫シャッター脇(北） 2 1 16 3 12 34
43 B2 1-1 機械室洗濯機脇 3 5 5 13
44 B2 1-2 エレベータ前 5 1 6

11 2 4-3 給湯室 1 1
12 2 4-3 給湯室冷蔵庫脇 0
13 2 4-4 第３整理室南西 6 3 9
23 1 3-5 事務室給湯室 1 8 1 2 12
26 1 3-8 第１整理室冷蔵庫脇 1 1 2
27 1 3-9 第２整理室流し脇 1 2 2 3 2 10
28 1 3-9-2 第２整理室北側窓下 3 1 2 2 8
29 1 3-10 特殊作業室前廊下(東） 2 2 2 1 7 15 29
30 1 3-11 特殊作業室前廊下(西） 3 18 1 22
31 1 3-12 特殊作業室(東） 1 1 2
32 1 3-13 特殊作業室(西） 3 2 1 6
33 1 3-14 荷解室 1 1 3 5
22 1 3-4 警備室内サーバ脇 2 6 1 9
49 B2 1-7 倉庫 0

3 3 5-3 第５書庫入口 2 3 2 7
4 3 5-4 ５A書庫入口 1 1 1 3
5 3 5-5 ５A書庫非常口 3 6 9
6 3 5-6 ５B書庫入口 1 3 4

14 2 4-5 第４書庫入口 2 1 6 9
15 2 4-6 ４A書庫入口 1 1 2
16 2 4-7 ４A書庫非常口 2 2
17 2 4-8 ４B書庫入口 1 2 3 6
18 2 4-9 ４B書庫奥 1 3 1 5
36 1 3-17 第３書庫入口 4 3 7
37 1 3-18 ３A書庫入口 3 1 1 1 6
38 1 3-19 ３B書庫入口 2 1 1 1 5
39 B1 2-1 第２書庫入口 7 7
40 B1 2-2 ２A書庫入口 2 2
41 B1 2-3 ２A書庫非常口 2 1 3
42 B1 2-4 ２B書庫入口 1 3 1 5 10
45 B2 1-3 第１書庫入口 3 1 3 7 14
46 B2 1-4 １A書庫入口 1 4 3 1 2 11
47 B2 1-5 １A書庫非常口 2 2 1 5
48 B2 1-6 １B書庫入口 1 1 1 3

50 その他 （目視情報） 3 2 2 2 1 3 2 7 3 25 25

大クモ 小クモ
ワラジ
ムシ

ダンゴ
ムシ

ゲジ
ゲジ

小羽虫 ガ
カマド
ウマ

コオ
ロギ

ハサミ
ムシ

ゴキ
ブリ

甲虫 アリ シミ
カツオブ
シムシ

イガ
チャタ
テムシ

タカラ
ダニ

その他

7 73 15 2 0 211 4 3 0 4 20 4 9 1 2 2 88 134 7 586

（A・B・C　ゾーン別）

326

115

120

A

B

C
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【
Ｃ
ゾ
ー
ン
（
閉
鎖
空
間
）
】
各
書
庫
内

捕
獲
数
は

匹
。
Ｂ
ゾ
ー
ン
（
半
開
放
空
間
）
よ
り
捕
獲
数
が
多
い
の
は
、

120

単
純
に
対
象
と
な
る
部
屋
数
の
多
さ
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
の
ゾ
ー
ン
と
比
較
し
て
、
タ
カ
ラ
ダ
ニ(

匹)

や
小
羽
虫(

匹)

、
ワ

11

11

ラ
ジ
ム
シ(

１
匹)
、
ガ(

０
匹)

等
の
捕
獲
数
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
白
衣
の
着
用
や
出
入
口
に
設
置
し
た
粘
着
シ
ー
ト
に
よ
り
、
外
部
か
ら

の
侵
入
が
防
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
チ
ャ
タ
テ
ム
シ
の
捕
獲

数
が

匹
と
他
の
ゾ
ー
ン
よ
り
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
庫
内
の
空

51

調
管
理
に
つ
い
て
の
課
題
も
浮
か
び
上
が
る
。

そ
し
て
、
書
庫
に
は
施
設
の
構
造
上
２
種
類
あ
り
、
前
室
の
あ
る
新
館
書

庫
よ
り
前
室
の
な
い
本
館
書
庫
の
方
が
捕
獲
数
の
多
い
傾
向
に
あ
る
。
た
だ

し
両
館
と
も
、
資
料
の
出
納
に
は
開
放
空
間
を
移
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

な
ど
、
構
造
上
の
問
題
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
時
期
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
夏
期
の
捕
獲
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
虫
の
活
動
が
盛
ん
に
な
り
、
個
体
の
発
生
数
が
多
い
時
期
な
の
で

よ
り
多
く
の
虫
が
侵
入
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
た
と

え
ば
、
毎
年
５
月
か
ら
７
月
頃
、
タ
カ
ラ
ダ
ニ
の
活
動
が
活
発
に
な
り
そ

れ
と
と
も
に
館
内
で
の
目
視
・
捕
獲
の
情
報
が
多
く
な
る
。
捕
虫
ト
ラ
ッ

プ
で
も
捕
獲
が
あ
る
が
、
そ
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く

な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
虫
の
発
生
の
時
期
な
ど
個
体
の
総
数
が
増
加
し
、

活
動
も
活
発
に
な
っ
た
時
期
に
館
内
に
も
あ
る
程
度
の
個
体
数
の
侵
入
が

あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
捕
獲
し
た
虫
の
種
類
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
捕
獲
さ
れ

る
虫
の
大
半
は
直
接
資
料
に
害
を
与
え
な
い
生
物
で
あ
る
。
光
源
に
引
き
寄

せ
ら
れ
、
ド
ア
の
開
閉
に
よ
る
空
気
の
流
れ
、
外
気
温
と
の
差
に
よ
り
入
り

込
ん
で
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
虫
の
死
骸
は
、
害

虫
の
エ
サ
と
な
り
得
る
。
問
題
と
な
る
生
物
と
し
て
は
、
ゴ
キ
ブ
リ
の
数
が

比
較
的
多
い
。
館
外
か
ら
の
進
入
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
館
内
で
産
卵

・
繁
殖
し
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
ま
た
、
数
は
少
な
い
が
、
ヒ
メ
マ
ル

カ
ツ
オ
ブ
シ
虫
や
シ
ミ
、
イ
ガ
等
な
ど
、
紙
資
料
に
直
接
加
害
す
る
生
物
も

捕
獲
さ
れ
て
い
る
の
で
、
継
続
的
な
注
意
を
要
す
る
。

書
庫
内
で
捕
獲
さ
れ
る
生
物
と
し
て
は
、
チ
ャ
タ
テ
ム
シ
が
多
い
。
チ
ャ

タ
テ
ム
シ
は
大
量
発
生
す
る
と
書
物
、
乾
燥
食
品
、
動
植
物
標
本
、
皮
革
製

品
な
ど
を
食
害
す
る
害
虫
で
あ
る
が
、
ど
こ
に
で
も
い
る
虫
で
あ
り
、
大
量

発
生
し
な
い
限
り
は
影
響
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
現
時
点
に
お
け
る
各
部

屋
で
の
捕
獲
数
で
は
、
許
容
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
。
捕
獲
さ
れ
て
い
る
チ
ャ

タ
テ
ム
シ
に
つ
い
て
は
、
部
屋
の
埃
や
カ
ビ
な
ど
を
食
し
て
い
る
と
推
定
さ

れ
る
が
、
継
続
的
に
そ
の
個
体
数
の
変
化
や
状
況
把
握
に
努
め
て
い
き
た
い
。

１
．
３

燻
蒸
処
理

１
．
３
．
１

燻
蒸
の
状
況

当
館
で
は
、
平
成
元
年
よ
り
薬
剤
に
よ
る
燻
蒸
を
実
施
し
て
き
た
。
当
初

は
、
臭
化
メ
チ
ル
製
剤
（
エ
キ
ボ
ン
）
に
よ
り
、
当
館
に
搬
入
し
書
庫
に
入

れ
る
資
料
は
全
て
燻
蒸
を
実
施
し
て
き
た
。
開
館
当
初
よ
り
燻
蒸
釜
が
設
置

さ
れ
、
そ
れ
を
用
い
た
職
員
に
よ
る
燻
蒸
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
フ
ロ
ン
ガ

ス
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
が
問
題
と
な
り
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
注

）
に

15

基
づ
き
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
を
指
定
し
、
こ
れ
ら

の
物
質
の
製
造
、
消
費
お
よ
び
貿
易
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

年
1987

に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
。
臭
素
原
子
は
塩
素
原
子
の
60

倍
の
オ
ゾ
ン
層
破
壊
力
を
持
つ
た
め
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
で
は
オ
ゾ

ン
層
破
壊
物
質
と
し
て
指
定
さ
れ
、
エ
キ
ボ
ン
は
燻
蒸
に
使
用
で
き
な
い
こ

と
と
な
り
、
当
館
で
は
燻
蒸
釜
の
改
修
に
比
較
的
予
算
が
か
か
ら
ず
、
エ
キ
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ボ
ン
に
近
い
効
果
が
見
込
め
る
酸
化
エ

チ
レ
ン
製
剤
（
エ
キ
ヒ
ュ
ー
ム

）
に

S

切
り
替
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

平
成

年
に
燻
蒸
釜
を
改
修
し
（
写
真

16

７
）
、
翌
年
か
ら
酸
化
エ
チ
レ
ン
製
剤

に
よ
る
燻
蒸
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。１

回
の
燻
蒸
は
、
文
書
箱

箱
程
度
、

32

自
動
減
圧
燻
蒸
装
置
に
よ
る

時
間
の

24

燻
蒸
工
程
と

時
間
の
排
気
工
程
、
そ

72

の
後
、
釜
の
蓋
を
開
け
て
、
対
象
物
を

取
り
出
し
、
最
低

日
～
２
週
間
程
度
、
プ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
方
式
に
よ
る
換

10

気
を
実
施
し
て
残
留
ガ
ス
を
飛
ば
し
て
か
ら
取
り
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
燻
蒸
釜
で
実
施
す
る
定
期
燻
蒸
（
館
職
員
に
よ
る
月
１
回
程

度
の
燻
蒸
）
の
他
に
、
年
１
回
民
間
業
者
へ
の
委
託
に
よ
る
被
覆
燻
蒸
も
実

施
し
た
。
主
と
し
て
、
県
庁
よ
り
収
集
し
て
き
た

～

箱
程
度
の
公
文
書
、

200

300

そ
し
て
そ
の
年
に
寄
贈
寄
託
さ
れ
た
古
文
書
類
に
つ
い
て
、
特
殊
作
業
室
と

い
う
部
屋
に
収
納
し
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
に
よ
り
被
覆
し
、
燻
蒸
を
実
施
し

た
。
収
集
・
登
録
の
作
業
手
順
に
よ
り
、
こ
の
被
覆
燻
蒸
を
実
施
す
る
時
期

が
、
秋
～
（
冬
）
～
春
先
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
気
温
が
低
い
こ

と
に
よ
る
ガ
ス
の
活
性
化
不
足
が
心
配
さ
れ
た
た
め
、
暖
房
や
加
湿
器
を
入

れ
て
燻
蒸
を
行
う
場
所
の
気
温
と
湿
度
を
、
あ
る
程
度
上
げ
て
実
施
す
る
よ

う
に
し
て
い
た
。
被
覆
燻
蒸
自
体
は
、
２
日
間
の
工
程
で
、
被
覆
作
業
、
ガ

ス
投
入
後
、
８
時
間
の
燻
蒸
工
程
の
後
、
排
気
作
業
を
行
い
、
被
覆
を
解
い

て
完
了
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
１
カ
月
程
度
、
プ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
に

よ
る
換
気
を
実
施
す
る
よ
う
に
し
て
き
た
。

１
．
３
．
２

経
過
観
察
と
二
酸
化
炭
素
処
理
の
実
施

そ
の
後
、
予
算
の
削
減
も
あ
り
、
被
覆
燻
蒸
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、

公
文
書
の
廃
棄
→
収
集
文
書
分
に
つ
い
て
は
、
２
年
ほ
ど
前
か
ら
燻
蒸
を
実

施
し
て
い
な
い
。
登
録
が
完
了
し
た
後
に
、
特
定
の
書
庫
に
収
納
し
、
１
年

間
様
子
を
観
察
し
、
虫
害
の
問
題
が
無
け
れ
ば
、
書
庫
の
書
架
に
排
架
す
る

よ
う
に
し
て
い
る(

注

)

。

16

ま
た
、
管
理
委
任
文
書
、
図
書
、
古
文
書
は
減
圧
燻
蒸
装
置
に
よ
る
エ
キ

ヒ
ュ
ー
ム

燻
蒸
を
継
続
し
て
い
る
が
、
エ
キ
ヒ
ュ
ー
ム

は
、
殺
虫
・
殺

S

S

カ
ビ
効
果
の
高
い
燻
蒸
薬
剤
で
あ
る
一
方
、
長
期
の
吸
引
に
よ
り
発
ガ
ン
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
可
能
な
限
り
控
え
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
そ

こ
で
、
エ
キ
ヒ
ュ
ー
ム

の
よ
う
な
殺
菌
効
果
は
無
い
が
、
比
較
的
安
全
で

S

容
易
に
操
作
が
可
能
で
殺
虫
効
果
の
あ
る
炭
酸
ガ
ス
処
理
の
導
入
に
踏
み
切

っ
た
。
炭
酸
ガ
ス
処
理
（
写
真
８
）
は
、
大
型
の
処
理
バ
ッ
ク
に
資
料
を
入

れ
、
炭
酸
ガ
ス
を
投
入
し
、
所

定
の
濃
度
に
保
ち
な
が
ら
、
１

～
２
週
間
程
度
入
れ
て
お
く
も

の
で
有
り
、
殺
虫
効
果
と
し
て

も
実
績
が
あ
り
、
比
較
的
低
予

算
で
導
入
で
き
る
こ
と
か
ら
、

様
々
な
施
設
で
の
導
入
が
進
ん

で
い
る
。
炭
酸
ガ
ス
自
体
、
酸

欠
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
も

の
の
、
換
気
が
し
っ
か
り
で
き

る
場
所
で
、
手
順
さ
え
誤
ら
な

け
れ
ば
、
発
ガ
ン
性
な
ど
の
無
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い
安
全
な
方
法
と
言
え
る
。
処
理
時
間
は
エ
キ
ヒ
ュ
ー
ム

に
よ
る
燻
蒸
よ

S

り
長
く
か
か
る
も
の
の
、
処
理
が
終
わ
っ
て
排
気
が
済
め
ば
、
す
ぐ
に
資
料

を
扱
え
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
く
、
殺
菌
効
果
を
考
え
な
く
て
良
い
も
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
処
理
方
法
で
進
め
る
こ
と
が
、
コ
ス
ト
、
健
康
面
、
安
全
面
で

も
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

２

問
題
改
善
の
方
策

こ
れ
ら
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
問
題
点
の
改
善
策
を
探
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
中
・
長
期
的
な
取
り
組
み
や
可
能
性
も
含
め
て

検
討
し
て
い
く
。

２
．
１

温
湿
度
管
理
の
観
点
か
ら

２
．
１
．
１

「
館
全
体
」
の
温
湿
度
を
調
整
す
る
こ
と

現
在
、
空
調
は
利
用
者
の
入
る
閲
覧
室
、
執
務
室
、
作
業
室
、
書
庫
に
限

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
予
算
節
減
に
対
す
る
節
電
意
識
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
書
庫
の
前
室
、
廊
下
、
３
階
の
研
修
室
な
ど
、
普

段
人
が
い
な
い
或
い
は
長
時
間
と
ど
ま
ら
な
い
場
所
に
つ
い
て
、
空
調
を
か

け
て
お
く
こ
と
は
、
電
気
使
用
料
の
面
か
ら
す
れ
ば
一
見
無
駄
に
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
当
館
の
書
庫
に
お
け
る
空
調
の
状
況
に
つ
い
て
、
前
章
で
述

べ
た
よ
う
な
特
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
、
個
々
の
書
庫
の
空

調
を
調
整
し
て
対
処
す
る
よ
り
は
、
館
内
全
体
の
温
度
変
化
を
少
な
く
す
る

よ
う
な
努
力
の
方
が
効
果
的
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
館
内
全
体

の
空
調
が
可
能
に
な
れ
ば
、
書
庫
を
と
り
ま
く
空
間
の
安
定
に
つ
な
が
り
、

個
々
の
書
庫
の
空
調
稼
働
時
の
急
激
な
環
境
変
化
を
幾
分
な
り
と
も
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

夏
場
で
あ
れ
ば
、
館
全
体
を
冷
却
、
除
湿
を
行
い
、
冬
場
で
あ
れ
ば
館
全

体
の
暖
房
と
調
湿
を
意
識
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
外
気
温
・
湿
度
と
の
空

間
的
な
弾
力
性
を
担
保
し
、
収
蔵
資
料
の
保
存
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。

２
．
１
．
２

空
調
稼
働
時
間
の
調
整

当
館
の
設
置
さ
れ
た
昭
和

年
時
点
で
は
、
警
備
員
の
宿
直
を
伴
い
な
が

57

ら
、
空
調
の

時
間
稼
働
が
企
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
常
に
空
調
が

24

稼
働
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
空
調
稼
働
時
の
不
安
定
な
温
湿
度
状
況
を
防
止

す
る
こ
と
が
で
き
、
安
定
的
な
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と

で
あ
る
。
当
館
の
現
在
の
予
算
状
況
で
は
、
望
む
べ
く
で
も
な
い
が
、
空
調

稼
働
時
の
温
湿
度
の
不
安
定
な
動
き
は
目
に
余
る
も
の
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
善
の
方
法
と
し
て
、
空
調
の
稼
働
時
間
を
、
現
在
（
９
時
～
）

よ
り
季
節
に
よ
り
前
後
し
て
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
こ
れ
は
急
激
な
温

度
変
化
を
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
夏
場
で
あ
れ
ば
、

気
温
が
上
昇
し
て
か
ら
冷
房
を
行
う
よ
り
も
少
し
で
も
気
温
が
低
い
時
間
か

ら
、
空
調
を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
よ
く
調
整
で
き
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。
逆
に
冬
場
で
あ
れ
ば
、
空
調
の
稼
働
時
間
を
遅
ら
せ
て
少
し

遅
く
ま
で
動
か
す
こ
と
に
よ
り
、
空
調
を
止
め
た
後
の
温
度
低
下
を
な
だ
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
．
１
．
３

空
調
影
響
の
緩
和

ま
た
、
空
調
の
影
響
を
緩
和
す
る
こ
と
で
、
資
料
の
安
定
的
な
状
態
を
保

つ
工
夫
も
必
要
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
空
調
の
冷
風
・
温
風
が
直
接
資
料

に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
館
で
、
一
時
的
に
預
か
っ
て
い

る
県
立
歴
史
博
物
館
収
蔵
資
料
の
保
存
環
境
調
査
に
よ
れ
ば
、
封
筒
、
そ
し

て
特
に
桐
箱
に
入
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
外
気
の
変
動
に
対
し
て
湿
度
の

変
化
が
少
な
い
、
桐
箱
に
至
っ
て
は
湿
度
変
化
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
う
観

測
結
果
が
出
て
お
り
、
箱
や
封
筒
に
入
れ
る
、
覆
い
を
つ
け
る
等
の
手
立
て
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の
有
用
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
も
、
か
な
り
の
資
料
に
つ
い
て
、
箱
や
封
筒
に
収
納
す
る
努
力
は

し
て
い
る
が
、
な
お
ア
ー
カ
イ
バ
ル
ボ
ー
ド
に
よ
る
文
書
箱
、
中
性
紙
封
筒

な
ど
の
保
存
の
た
め
の
機
材
を
多
数
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
だ
け
で

無
く
将
来
に
対
し
て
歴
史
資
料
を
引
き
継
ぐ
役
割
を
本
務
と
す
る
当
館
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
予
算
化
は
必
須
で
あ
る
し
、
文
化
基
本
条
例
を
定
め
、
文

化
振
興
、
文
化
財
保
護
に
重
点
を
置
こ
う
と
す
る
本
県
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
将

来
に
向
け
て
今
、
準
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う(

注

)

。

17

２
．
２

虫
害
防
止
の
観
点
か
ら

２
．
２
．
１

虫
を
入
れ
な
い
工
夫

当
た
り
前
な
こ
と
で
あ
る
が
、
館
内
に
虫
を
入
れ
な
い
こ
と
が
重
要
と
な

る
。
現
時
点
で
も
か
な
り
意
識
は
し
て
い
る
が
、
構
造
的
に
考
え
た
場
合
、

改
善
の
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
空
調
に
よ
る
館
内
の
空
気
の
導
入
を
高
め
て
、
入
口
等
開
放
時

の
虫
の
吸
い
込
み
を
減
ら
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
内
圧
を
高
め
る
こ
と
に

よ
り
、
入
口
扉
開
放
時
の
空
気
の
流
れ
を
中
か
ら
外
に
向
け
る
こ
と
で
、
飛

行
虫
の
侵
入
は
低
減
で
き
る
と
考
え
る
。
但
し
、
空
調
で
の
外
気
導
入
に
お

い
て
は
、
フ
ィ
ル
タ
の
効
果
、
外
気
導
入
時
の
温
度
と
室
温
の
関
係
な
ど
、

考
慮
す
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
換
気
扇
等
で
単
純
に
導
入
す
れ
ば
良
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。

他
に
は
、
入
口
扉
を
二
重
に
し
て
、
一
気
に
飛
行
中
な
ど
が
侵
入
で
き
な

い
よ
う
に
す
る
手
立
て
も
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
扉
の
外
側
に
ス
ペ
ー
ス
を

設
け
、
そ
の
外
側
に
扉
を
設
け
る
こ
と
で
、
緩
衝
地
帯
と
し
て
、
侵
入
を
防

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
館
員
に
よ
る
侵
入
虫
に
対
す
る
意
識
も
高
い
も
の
が
あ
り
、
目
視

・
捕
獲
の
場
合
は
担
当
者
に
必
ず
報
告
（
ま
た
は
記
録
用
紙
に
記
入
）
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
館
員
の
高
い
意
識
を
今
後
も
継
続
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
く
こ
と
も
、
大
変
重
要
と
な
る
。

２
．
２
．
２

虫
を
繁
殖
さ
せ
な
い
工
夫

か
つ
て
、
給
湯
室
や
地
下
２
階
の
倉
庫
に
お
い
て
ゴ
キ
ブ
リ
が
繁
殖
し
た

ケ
ー
ス
が
あ
る
。
給
湯
室
で
は
飲
食
物
の
包
装
類
や
流
し
に
廃
棄
し
た
汁
等

の
残
留
物
を
餌
に
繁
殖
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
地
下
の
給
湯
室
の

場
合
は
、
冬
季
に
地
下
特
有
の
暖
か
さ
を
求
め
て
ゴ
キ
ブ
リ
が
侵
入
、
越
冬
、

繁
殖
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る(

注

)

。
い
ず
れ
の
場
所
も
、
駆
除
と
そ
の
後

18

の
対
応
に
よ
り
、
現
在
で
は
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
も
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

管
内
で
虫
を
繁
殖
さ
せ
な
い
た
め
に
考
え
ら
れ
る
手
立
て
と
し
て
、
飲
食

の
区
画
を
限
定
し
、
極
力
、
虫
を
呼
び
込
む
リ
ス
ク
を
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
、
場
所
が
無
い
た
め
、
執
務
室
や
整
理
室
で
食
事
を
と
っ
て
お
り
、
食

べ
か
す
等
の
処
理
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
は
い
る
が
、
将
来
的
に
は
、
飲
食

を
す
る
場
所
に
つ
い
て
、
別
棟
や
隔
離
的
な
場
所
が
確
保
し
て
い
く
こ
と
も

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
．
２
．
３

こ
ま
め
な
掃
除

現
在
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
執
務
室
、
整
理
室
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
毎

日
、
ペ
ー
パ
ー
式
清
掃
道
具
に
よ
る
清
掃
を
実
施
し
て
い
る
。
書
庫
内
に
つ

い
て
は
、
年
２
回
の
整
理
期
間
に
空
き
棚
、
天
板
、
蛍
光
灯
・
蛍
光
灯
カ
バ

ー
の
水
・
か
ら
拭
き
、
床
の
水
・
か
ら
拭
き
を
実
施
し
て
い
る(

注

)

。
書

19

庫
内
は
室
内
履
き
の
み
で
の
入
室
で
あ
る
し
、
そ
れ
ほ
ど
汚
れ
を
持
ち
込
ま

な
い
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
埃
が
あ
る
こ
と
も
ト
ラ
ッ
プ
で
の
捕
虫
調
査

の
際
の
デ
ー
タ
よ
り
判
明
し
て
い
る
。

群馬県立文書館 『双文』VOL.32
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そ
こ
で
月
に
１
回
程
度
、
書
庫
の
床
清
掃
を
行
う
こ
と
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
は
床
だ
け
で
構
わ
な
い
と
お
も
う
が
、
ペ
ー
パ
ー
式

の
清
掃
道
具
で
埃
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
床
面
を
清
潔
に
保
ち
チ
ャ
タ
テ
ム

シ
な
ど
の
発
生
を
抑
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

２
．
２
．
４

の
徹
底
に
よ
る
薬
剤
燻
蒸
の
削
減

IPM

こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
解
決
策
は
、
資
料
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
改

善
し
、
資
料
の
劣
化
を
防
ぐ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち

（
総

IPM

合
的
有
害
生
物
管
理
）
に
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

は
IPM

一
部
の
職
員
が
取
り
組
め
ば
効
果
が
出
る
も
の
で
無
く
、
館
職
員
全
体
、
ま

た
館
の
利
用
者
に
も
理
解
・
協
力
を
頂
く
こ
と
で
、
効
果
的
な
取
り
組
み
と

な
る
も
の
で
あ
る
。

全
体
計
画
・
年
間
計
画
の
策
定
、

だ
よ
り
の
発
行

IPM

IPM

に
よ
る
情
報
共
有
や
来
館
者
へ
の
啓
蒙
活
動
な
ど
を
さ
ら
に
充
実
す
る
必
要

が
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
合
わ
せ
て
燻
蒸
剤
の
使
用
を
さ
ら
に
削
減
す
る
こ
と
を
進

め
た
い
。
担
当
者
や
館
職
員
の
健
康
面
や
周
辺
住
民
の
生
活
環
境
へ
の
配
慮

を
十
分
に
行
う
こ
と
が
、
長
期
的
な
資
料
保
存
活
動
に
は
不
可
欠
で
あ
る
と

考
え
る
。
資
料
の
状
態
を
十
分
把
握
し
、
適
正
な
燻
蒸
処
理
を
行
う
こ
と
で
、

酸
化
エ
チ
レ
ン
製
剤
の
使
用
回
数
を
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
減
ら
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

○
ま
と
め

開
館

年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
当
館
に
お
い
て
は
、
各
設
備
を
含
め
た

30

施
設
全
体
の
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
影
響
を
避
け
る
こ
と
は
難
し
い

現
状
に
あ
る
。
課
題
を
踏
ま
え
て
建
物
の
全
体
的
な
施
設
改
修
を
、
早
期
に

実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
当
面
の
間
現
状
を

踏
ま
え
て
対
処
し
な
が
ら
、
郷
土
の
貴
重
な
資
料
等
を
保
管
す
る
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
数
あ
る
現
状
の

問
題
点
に
対
し
、
ま
ず
、
既
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
の
意
義
を
見
直
し
、

そ
れ
ら
を
徹
底
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

館
全
体
と
し
て
、
既
に
取
り
組
ん
で
い
る
対
策
と
し
て
は
前
述
の
と
お
り

で
あ
る
が
、
取
り
組
み
の
徹
底
と
考
え
れ
ば
、
職
員

人

人
が
現
状
を
再

1

1

確
認
す
る
中
で
問
題
点
を
理
解
し
、
対
策
を
考
え
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。

ま
た
、
職
員
の
対
応
や
情
報
の
発
信
が
、
来
館
者
に
対
し
て
の
資
料
保
存
の

意
識
の
啓
蒙
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
館
内
に
お
け
る
現
状
・
対
策
の
共
有
化
を
目
的
と
し
た
、
毎
月
作

成
の
「

だ
よ
り
」
の
さ
ら
な
る
活
用
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

IPM

資
料
保
存
の
た
め
の
施
設
・
設
備
の
抜
本
的
な
改
善
は
、
財
政
上
の
問
題

も
あ
り
難
し
い
。
し
か
し
、
現
状
の
施
設
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
で
き
る
対

策
を
試
行
し
て
い
く
。
そ
し
て
試
行
し
て
い
く
中
で
、
多
少
で
あ
っ
て
も
よ

り
よ
い
も
の
へ
と
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
貴
重
な
資
料
の
寿
命

を
延
ば
す
こ
と
へ
、
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

群馬県立文書館 『双文』VOL.32



- 16 -

【
注
】

(

１)

収
蔵
資
料

基
本
デ
ー
タ

(
.

月
時)

H27

3

『
常
設
展

展
示
パ
ネ
ル
』

よ
り

(

２)

文
書
館
運
営
費･

事
業
費
の
推
移
（
各
年
度
当
初
予
算
）

（
文
書
館
年
報
よ
り
作
成
）

(

３)

デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
名
称
・
規
格

『RT
R
-
3
2
2

マ
ニ
ュ
ア
ル
』
よ
り

「
お
ん
ど
と
りease

R
T
R
-
3
2
2

」

大きさ 円筒形 直径 36×長さ 85(mm) 

重さ 約 62g (単三アルカリ乾電池 1 本を含む) 

記録項目 屋内の温度と湿度 

測定範囲 温度：0～50℃ / 湿度：15～90%RH 

測定精度 温度：±0.5℃ / 湿度：±5%RH（25℃, 50%RH において） 

記録間隔 10 分間隔 ※1 

記録容量 1440 データ(最大 10 日間分) ※2 

電源 単三アルカリ乾電池 1 本 

電池寿命 約 6 ヶ月 ※3 

本体動作環境 温度：0～50℃・湿度 90%RH 以下（結露しないこと）※4 

無線通信規格 特定小電力無線（ARIB STD-T66）※5 

無線通信距離 見通しの良い場所で約 50m 

※1 本体は 10 分間隔で記録項目を測定・記録しています。設定変更はできません。 
※2 記録したデータを本体内部に蓄積できる総データ量で、最大容量に到達すると古いデータ

から上書き保存します。継続的にデータを蓄積する場合はパソコンでデータ受信する必要があ

ります。 
※3 電池寿命は、周辺環境・通信回数・電池性能などにより異なります。（例：現在値の取得

間隔を 1 分に設定して使用した場合、電池寿命は約 1 ヶ月半となります。） 
※4 この範囲を超える、または下回る環境下でのご使用は、記録データが消失する場合があり

ます。 
※5 この製品は無線 LAN には対応していません。 
※6 この製品は弊社の校正サービス対象外です。 

 

区 分 収蔵点数 （件数） 
 
 
公

文

書 
 

管理受任・引継文書  ８４,５５３冊 

収集文書  ８３,５９９冊 

議会収集文書  ３１,４６７冊 

管理受託文書   ２,７４８冊 

公文書計 ２０２,３６７冊 

 
古

文

書 
 

寄贈・寄託文書 ４６４,１６３点 

マイクロ収集文書  ６９,０９３点 

県史複製史料  ９３,２６６点 

古文書計 ６２６,５２２点 

総 計 ８２８,８８９点 
 

群馬県立文書館 『双文』VOL.32

事 業 名 平成 23 年度  平成 24 年度 平成 25 年度 
館運営 43,469 43,160 42,439 
行政文書収集整理 3,629 3,784 663 
古文書収集整理 1,169 941 467 
教育普及活動  826 621 467 
県史普及活用 0 0 0 
計（文書館費） 49,093 48,506 44,036 

 
（ 単 位 千 円 ）
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(
４)

過
去
に
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
を
導
入
し
た
事
が
あ
っ
た

が
、
特
殊
な
電
池
サ
イ
ズ
の
た
め
、

交
換
予
算
が
付
か
ず
、
ま
た
、
デ
ー
タ
取
得
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
現
行
のW

in
d
o
w
s

に
対
応
で

き
て
お
ら
ず
、
利
用
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
平
成

年
度
末
に
、
消
耗
品
予
算
で
７
台

25

の
「
お
ん
ど
と
り
」
を
購
入
し
て
も
ら
え
た
の
で
、
現
在
の
測
定
の
体
制
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
前
の
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
か
ら
「
お
ん
ど
と
り
」
稼
働
ま
で
の
５
年
間
く
ら
い
は
、
測
定
に
つ
い

て
は
、
最
高
・
最
低
を
記
録
す
る
デ
ジ
タ
ル
温
度
計
で
、
通
常
は
朝
、
湿
度
が
特
に
高
い
時

期
に
は
、
３
時
間
お
き
程
度
に
、
表
示
値
及
び
最
高
。
最
低
値
に
よ
る
温
湿
度
記
録
を
行

っ
て
い
た
。

(

５)

施
設
・
設
備
の
概
要

⑴

施
設
の
面
積

⑵

主
な
施
設
・
設
備

⑶

そ
の
他
の
機
能
等

『
文
書
館
年
報
』
よ
り

群馬県立文書館 『双文』VOL.32

 新館（㎡） 本館（㎡） 合計（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積     5,834.09  

建築面積 634.47  802.48  1,436.95  

延床面積 2,495.51  3,270.05※ 5,765.56  

 

内 

 

 

地下２階 461.96   717.28  1,179.24  

地下１階 461.96  441.40  903.361,2  

１  階 

２  階 

625.95  655.33  81.28  

472.82  725.40  1,198.22  

訳 

 

３  階 

塔  屋 

472.82  677.55  1,150.37  

   53.09  53.09  

 

 

 

 増築部分 既設部分 合計 

書庫 

 

10室 

1,625㎡ 

６室 

1,431㎡ 

16室 

3,056㎡ 

前室 

 

10室 

233㎡ 

 

 

10室 

233㎡ 

書架延長  17,168ｍ   9,501ｍ  26,669ｍ 

特殊作業室 

 

１室 

50㎡ 

 

 

１室 

50㎡ 

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ １基 １基 ２基 

機械室 ５室 ２室 ７室 

施設名 機    能    等 

燻 蒸 室  燻蒸窯容量3ｍ３     床面積27.56 ㎡  

 

空調設備 

 

 ・ ガス吸収式冷温水機（新館） 

・ 空気熱源ヒートポンプ式冷凍機（本館）  

 書庫内のアルカリ分・臭気等を除去する 

繊維状活性炭フィルターを各機械室に採用 

書  庫  全書庫電動式書架設置、収蔵スペースを確保 

 

※ 書 庫 増 築 に 伴 い 既 設 の 一 部 分（ 書 庫 ）

を 除 去 し た 後 の 面 積



- 18 -

(
６)

国
重
要
文
化
財
指
定
文
書

「
群
馬
県
行
政
文
書
」
１
７
８
５
８
点

平
成

年
指
定

22

群
馬
県
が
誕
生
し
た
明
治
時
代
か
ら
昭
和

年
地
方
自
治
法
制
定
ま
で
の
約

年
間

22

80

に
、
県
庁
で
作
成
・
収
受
・
保
存
さ
れ
、
当
時
の
群
馬
県
政
を
今
に
伝
え
る
文
書
群
。

(

７)

吹
き
出
し
口
・
セ
ン
サ
ー
関
係
図
（
新
館
書
庫
）

(

８)

近
接
の
事
例
と
し
て
、
平
成

年
４
月
の
カ
ビ
発
生
事
例
が
あ
る
。
階
段
室
１
階

20

～
３
階
の
壁
面
、
天
井
及
び
壁
割
れ
を
補
修
し
た
箇
所
に
カ
ビ
が
発
生
し
た
。
そ
の

対
応
と
し
て
同
４
月
に
、
乾
布
に
よ
る
拭
き
取
り
と
、
除
菌
剤
の
塗
布
に
よ
る
カ
ビ

の
除
去
作
業
を
行
っ
た
。
ま
た
１
台
で
稼
働
し
て
い
た
除
湿
器
を
、
２
台
に
増
設
し

た
。

(

９)

鉄
扉
付
近
で
空
気
の
流
れ
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
書
庫
か
ら
階
段
方
向
へ
の
流
れ

を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
た
め
、
日
常
的
に
空
気
が
停
滞

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
)

２
台
の
内
も
う
１
台
は
貯
水
タ
ン
ク
内
蔵
式
除
湿
器
。
タ
ン
ク
容
量
は

ℓ
で
、

10

4.8

満
水
時
に
自
動
停
止
す
る
仕
様
。
当
館
の
使
用
環
境
で
は
、
約

時
間
で
満
水
と
な

24

る
。（
写
真
８
参
照
）

(
)

（
注
３
）
と
同
機
の
温
湿
度
計

11

(
)

（
注
３
）
と
同
機
の
温
湿
度
計

12

(
)

特
定
の
エ
リ
ア
に
お
け
る
、
昆
虫
の
正
確
な
生
息
密
度
を
確
認
す
る
た
め
、
誘
引

13

要
因
の
な
い
「
床
置
き
式
粘
着
ト
ラ
ッ
プ
」
を
使
用
。
サ
イ
ズ
は
大
と
小
の
２
種
類

あ
り
、
設
置
場
所
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
。

(
)
)

生
ゴ
ミ
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
捨
て
る
場
所
を
限
定
し
、
使
用
す
る
ゴ
ミ
箱
も

14

蓋
に
よ
る
開
閉
が
で
き
る
物
を
移
用
し
て
い
る
。

(
)

オ
ゾ
ン
層
の
保
護
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
。1

9
8
5

年
採
択
。1

9
8
8

年
発
効
。
日

15

本
は1

9
8
8

年
に
加
入
。

(
)

館
内
で
他
の
資
料
が
排
架
さ
れ
て
い
な
い
空
き
書
庫
を
利
用
し
て
い
る
。

16

(
)

群
馬
県
の
今
後
の
文
化
行
政
の
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
定
め
る
条
例
と
し
て
、
平

17

成

年
３
月
に
公
布
さ
れ
、
同
年
４
月
よ
り
施
行
し
た
条
例
。

24

(
)

前
述
の
と
お
り
当
館
空
調
シ
ス
テ
ム
は
、
建
物
の
地
下
に
設
置
さ
れ
て
い
る
巨
大

18

な
水
槽
（
水
量
約

ｔ
）
に
貯
め
ら
れ
た
水
を
温
水
・
冷
水
に
変
換
す
る
方
法
を
採

700

用
し
て
い
る
。
冬
期
は
水
槽
内
の
水
を
温
水
に
変
換
す
る
た
め
、
地
下
に
暖
か
さ
が

あ
る
。

(
)

毎
年
春
（
５
月
）
と
秋
（

月
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
５
日
間
の
資
料
整
理
期
間
を
設

19

10

け
て
い
る
。
５
日
間
の
う
ち
最
終
日
の
１
日
は
書
庫
内
の
清
掃
日
に
指
定
し
、
全
職

員
で
書
庫
清
掃
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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群

馬

県

に

お

け

る

明

治

前

期

の

史

誌

編

輯

業

務

―

庶

務

課

編

輯

掛

「

事

務

章

程

」

と

「

考

績

録

」

の

紹

介

―

岡

田

昭

二

は
じ
め
に

筆
者
は
、
さ
き
に
本
誌
『
双
文
』
第
二
十
四
号
に
お
い
て
明
治
期
か
ら
昭

和
四
十
年
代
に
至
る
群
馬
県
の
史
誌
編
輯
事
業
を
検
討
す
る
中
で
、
新
政
府

が
明
治
前
期
に
実
施
し
た
修
史
（
国
史
・
皇
国
地
誌
）
事
業
の
一
環
と
し
て

「
上
野
国
郡
村
誌
」
や
「
群
馬
県
歴
史
」
編
輯
の
経
緯
な
ど
を
考
察
し
た
。

ま
た
同
第
二
十
二
号
で
は
、
国
の
修
史
事
業
を
担
当
し
た
太
政
官
修
史
館
が

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
の
県
史
引
継
事
務
に
併
せ
て
実
施
し
た
関
東
六

県
古
文
書
採
訪
の
記
録
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
か
ら
群
馬
県
分
を
翻
刻
・
紹

介
し
た
。
さ
ら
に
同
第
三
十
一
号
で
は
、
本
県
の
史
誌
編
輯
業
務
を
担
当
し

た
庶
務
課
編
輯
係
の
明
治
十
八
年
事
務
引
継
一
件
文
書
（
当
文
書
館
蔵
）
を

翻
刻
し
、
明
治
中
期
に
お
け
る
群
馬
県
の
史
誌
引
継
事
務
の
一
端
を
明
ら
か

に
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
姉
妹
編
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
１
）

こ
こ
に
紹
介
す
る
史
料
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」

（
五
七
七
冊
七
通
六
九
綴
二
五
枚
一
四
鋪
）
の
中
の
「
考
績
録

弐
冊
ノ
壱
」

で
あ
る
。
本
記
録
は
明
治
六
年
か
ら
同
十
二
年
に
至
る
熊
谷
県
及
び
群
馬
県

各
課
掛
の
年
間
執
務
報
告
書
を
合
綴
し
た
も
の
で
、
本
稿
は
こ
の
中
か
ら
群

馬
県
庶
務
課
編
輯
掛
（
係
）
の
明
治
九
年
・
十
年
・
十
二
年
分
の
「
考
績
録
」

を
翻
刻
す
る
。
こ
れ
に
は
各
年
次
の
史
誌
編
輯
業
務
の
進
捗
状
況
な
ど
が
記

さ
れ
て
お
り
、
さ
き
に
紹
介
し
た
明
治
十
八
年
の
事
務
引
継
一
件
文
書
へ
と

続
く
明
治
前
期
の
群
馬
県
に
お
け
る
歴
史
・
地
誌
編
輯
の
実
態
を
解
明
す
る

上
で
基
本
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
史
料
の
翻
刻
に
先
だ
ち
、
ま
ず
従
来
の
諸
研
究
の
成
果
を
基
に

明
治
政
府
の
修
史
事
業
や
組
織
の
変
遷
な
ど
、
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
整
理

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
上
で
「
職
制
章
程
」
や
「
考
績
録
」
等
か
ら

群
馬
県
の
成
立
、
組
織
の
変
遷
、
編
輯
掛
の
史
誌
編
輯
業
務
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

一

明
治
前
期
の
国
の
修
史
事
業

（
１
）
新
政
府
の
修
史
事
業
と
組
織

中
央
集
権
的
な
近
代
国
家
の
樹
立
を
目
指
す
明
治
政
府
は
、
明
治
初
年
か

ら
大
胆
な
政
治
変
革
を
断
行
し
た
が
、
一
方
で
、
統
一
国
家
と
し
て
の
新
政

府
の
正
当
性
を
立
証
し
、
か
つ
諸
施
策
を
実
行
す
る
上
で
基
礎
資
料
と
す
る

た
め
「
国
史
」
及
び
「
皇
国
地
誌
」
の
編
輯
事
業
に
着
手
し
た
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
修
史
事
業
に
関
し
て
は
既
に
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
『
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
史

史
料
集
』
は
そ
の
基
礎
史
料
を
編
年
で
収
録
し
て
お
り
、
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ま
た
近
年
で
は
太
田
富
康
氏
が
著
者
の
中
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
認
識
と
い
う

視
点
か
ら
修
史
事
業
の
意
義
や
そ
の
具
体
的
な
過
程
等
を
諸
規
程
等
を
通
し

て
実
証
的
に
考
察
し
て
い
る
。

（
２
）

こ
れ
ら
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
国
の
修
史
事
業
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

二
月
に
昌
平
校
・
開
成
所
か
ら
新
政
府
へ
出
し
た
六
国
史
以
降
の
国
史
編
修

の
大
典
に
関
す
る
建
議
に
基
づ
き
、
同
年
三
月
旧
和
学
講
談
所
内
に
史
料
編

輯
国
史
校
正
局
が
開
局
し
た
の
が
端
緒
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
四
月

四
日
に
明
治
天
皇
が
三
條
実
美
に
対
し
て
「
修
史
ハ
万
世
不
朽
ノ
大
典
、
祖

宗
ノ
盛
挙
ナ
ル
ニ
、
三
代
実
録
以
後
絶
テ
続
ナ
キ
ハ
豈
大
闕
典
ニ
非
ス
ヤ
、

（
中
略
）
故
ニ
史
局
ヲ
開
キ
祖
宗
ノ
芳
躅
ヲ
継
キ
、
大
ニ
文
教
ヲ
天
下
ニ
施

サ
ン
ト
欲
シ
、
総
裁
ノ
職
ニ
任
ス
（
後
略
）
」
と
の
宸
翰
沙
汰
書
を
下
し
、

（
３
）

修
史
総
裁
に
三
條
実
美
を
任
じ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受

け
て
同
年
十
月
大
学
校
内
に
国
史
編
輯
局
が
開
設
さ
れ
た
が
、
十
二
月
二
十

二
日
に
は
大
学
校
の
改
革
に
伴
い
閉
鎖
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
明
治
三
年
二
月
行
政
官
内
に
あ
っ
た
記
録
掛
と
編
輯
掛
が
改
組
さ

れ
て
新
た
に
太
政
官
内
に
記
録
編
輯
掛
が
開
設
さ
れ
る
と
、
同
年
四
月
に
は

全
国
の
華
族
・
諸
藩
等
に
対
し
て
「
御
記
録
編
輯
御
用
」
を
目
的
に
関
係
史

料
（
国
事
関
係
の
日
記
、
手
控
、
書
簡
等
）
の
提
出
を
命
じ
る
布
告
が
出
さ

れ
た
。
こ
の
記
録
編
輯
掛
は
明
治
四
年
九
月
に
太
政
官
正
院
記
録
課
と
改
め

（
４
）

ら
れ
、
王
政
復
古
関
係
の
編
年
史
料
「
復
古
記
」
の
編
輯
を
開
始
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
記
録
課
も
同
五
年
十
月
に
は
太
政
官
正
院
の
歴
史

課
と
地
誌
課
に
分
課
さ
れ
、
以
後
、
史
誌
事
業
の
う
ち
歴
史
課
が
「
国
史
」
、

地
誌
課
が
「
皇
国
地
誌
」
の
編
輯
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
太
政
官
正
院
の
歴
史
課
と
地
誌
課

太
政
官
正
院
記
録
課
が
歴
史
課
・
地
誌
課
に
分
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

国
の
修
史
事
業
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
か
ら
関
係
史
料
の
収
集
な
ど
本

格
的
な
準
備
作
業
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
も
組
織
の
改
編
や
統
合

等
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
の
を
み
る
と
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
太
政
官
正
院
の
歴
史
課
に
つ
い
て
み
る
と
、
明
治
八
年
四
月
十
四
日

に
拡
大
改
組
さ
れ
て
修
史
局
と
な
っ
た
が
、
同
十
年
一
月
に
は
財
政
緊
縮
に

よ
る
太
政
官
の
組
織
再
編
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
新
た
に
一
月
二
十

六
日
に
修
史
館
が
発
足
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
十
八
年
十
二
月
太
政
官
制
の

廃
止
と
内
閣
制
度
発
足
に
伴
っ
て
修
史
館
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
翌
十
九
年
一

月
新
た
に
内
閣
に
臨
時
修
史
局
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
同

二
十
一
年
十
月
に
は
帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
、
同
二
十
四
年
三
月
に

は
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
誌
編
纂
掛
と
な
る
な
ど
、
た
び
た
び
組
織
が
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
間
、
明
治
六
年
十
一
月
に
は
太
政
官
正
院
の
「
歴
史
課
事
務
章
程
」

が
定
め
ら
れ
、
国
史
の
編
輯
が
歴
史
課
の
専
掌
業
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
国
史
は
「
本
史
」
「
藩
史
」
「
府
県
史
」
で
構

（
５
）

成
し
、
「
藩
史
」
と
「
府
県
史
」
は
「
本
史
」
の
参
考
又
は
考
拠
に
備
え
る

こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
明
治
七
年
十
一
月
に
は
「
歴
史
編
輯
例
則
」

が
達
せ
ら
れ
、
全
国
の
各
府
県
に
対
し
て
維
新
以
来
の
地
方
施
治
・
沿
革
等

を
統
一
的
な
書
式
で
記
し
た
「
府
県
史
」
の
編
輯
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
６
）

な
お
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
文
部
省
も
明
治
六
年
四
月
か
ら
南
北
朝
以
降
の
国

史
編
輯
を
開
始
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
翌
七
年
六
月
に
右
の
太
政
官
歴
史
課

の
修
史
事
業
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

一
方
、
太
政
官
正
院
の
地
誌
課
に
つ
い
て
は
、
明
治
六
年
十
一
月
に
内
務

省
が
設
置
さ
れ
る
が
、
翌
七
年
一
月
制
定
の
「
内
務
省
事
務
章
程
」
で
新
た

に
地
理
寮
が
発
足
す
る
と
、
同
年
八
月
に
太
政
官
正
院
か
ら
内
務
省
地
理
寮

地
誌
課
と
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
明
治
八
年
六
月
に
は

群馬県立文書館 『双文』VOL.32



- 21 -

「
皇
国
地
誌
編
輯
例
則
」
、
同
八
年
十
一
月
に
は
「
地
誌
編
輯
例
則
追
補
」

を
各
府
県
に
達
し
、
村
誌
及
び
郡
誌
の
具
体
的
な
記
述
事
項
と
着
手
方
法
を

示
す
と
と
も
に
、
編
輯
後
に
は
地
理
寮
へ
の
提
出
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
７
）

た
だ
、
こ
の
地
誌
課
も
明
治
八
年
九
月
に
は
太
政
官
正
院
の
修
史
局
に
統

合
さ
れ
て
同
局
地
誌
掛
と
な
る
が
、
同
十
年
に
内
務
省
地
理
寮
が
地
理
局
に

改
称
さ
れ
る
と
、
修
史
館
（
明
治
十
年
一
月
に
修
史
局
を
改
称
）
の
地
誌
編

輯
業
務
は
同
年
十
二
月
に
地
理
局
へ
移
さ
れ
、
翌
十
一
年
一
月
か
ら
地
理
局

内
に
再
び
地
誌
課
が
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
内
務
省
地
理
局
地
誌
課
の
業
務

は
明
治
二
十
三
年
九
月
、
帝
国
大
学
に
移
さ
れ
て
地
誌
編
纂
掛
と
な
る
が
、

翌
二
十
四
年
三
月
に
は
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
と
地
誌
編
纂
掛
が
統
合
さ
れ
、

前
掲
の
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
誌
編
纂
掛
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
史
誌

編
纂
掛
も
明
治
二
十
六
年
四
月
に
は
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
国
の
修
史
（
国
史

と
皇
国
地
誌
）
事
業
は
こ
こ
に
未
完
の
ま
ま
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
二
十
八
年
四
月
、
新
た
に
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料

編
纂
掛
（
昭
和
四
年
に
史
料
編
纂
所
と
改
称
）
が
発
足
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
国
の
修
史
事
業
に
か
か
る
組
織
の
変
遷
を
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
示
す
と
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
（
変
遷
表
参
照
）
。

二

群
馬
県
の
歴
史
・
地
誌
編
輯
業
務
と
組
織

（
１
）
上
野
国
か
ら
群
馬
県
の
成
立

さ
て
、
近
世
幕
末
期
に
お
け
る
上
野
国
内
の
支
配
構
造
は
、
幕
府
領
・
旗

本
領
・
寺
社
領
の
ほ
か
に
、
前
橋
藩
松
平
氏
・
高
崎
藩
松
平
氏
・
沼
田
藩
土

岐
氏
・
安
中
藩
板
倉
氏
・
小
幡
藩
松
平
氏
・
伊
勢
崎
藩
酒
井
氏
・
吉
井
藩
松

平
氏
・
七
日
市
藩
前
田
氏
・
館
林
藩
秋
元
氏
の
大
名
領
が
複
雑
に
入
り
組
み

錯
綜
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
月
、
十
四

代
将
軍
徳
川
慶
喜
が
大
政
を
奉
還
す
る
と
、
上
野
国
内
の
幕
府
領
は
翌
四
年

六
月
に
誕
生
し
た
岩
鼻
県
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。
さ
ら
に
明
治
二
年
（
一

八
六
九
）
十
二
月
に
な
る
と
、
上
野
九
藩
の
う
ち
吉
井
藩
も
新
た
に
岩
鼻
県

へ
編
入
し
て
い
る
。

続
く
近
代
の
群
馬
県
は
、
明
治
四
年
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
を
経
て
、

同
年
十
月
二
十
八
日
上
野
国
内
の
諸
県
を
統
合
し
て
成
立
し
た
の
が
始
ま
り

で
あ
る
（
第
一
次
群
馬
県
）
。
と
こ
ろ
が
二
年
後
の
明
治
六
年
六
月
十
五
日

に
は
群
馬
県
と
入
間
県
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
熊
谷
県
（
こ
の
時
、
邑
楽
・

新
田
・
山
田
の
東
毛
三
郡
は
栃
木
県
へ
編
入
）
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
熊
谷
県
も
三
年
後
の
同
九
年
八
月
二
十
一
日
に
廃
止
さ

れ
、
旧
入
間
県
域
が
埼
玉
県
と
合
併
し
て
現
在
の
埼
玉
県
と
な
り
、
一
方
の

旧
群
馬
県
域
は
右
の
東
毛
三
郡
を
再
び
編
入
し
、
あ
ら
た
め
て
現
在
の
群
馬

県
（
第
二
次
）
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
８
）

（
２
）
県
の
組
織
と
編
輯
掛
の
変
遷

前
述
の
と
お
り
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
月
二
十
八
日
第
一
次
群
馬
県

が
成
立
す
る
と
、
旧
岩
鼻
県
知
事
青
山
貞
が
群
馬
県
権
知
事
に
就
任
し
た
。

こ
の
と
き
の
行
政
組
織
は
、
旧
岩
鼻
県
の
職
制
を
踏
襲
し
て
庶
務
課
・
聴
訟

課
・
租
税
課
・
出
納
課
の
四
課
で
あ
っ
た
が
、
明
治
六
年
二
月
の
旧
群
馬
県

職
制
に
よ
れ
ば
、
庶
務
課
・
租
税
課
・
出
納
課
の
三
課
と
な
り
、
新
た
に
一

〇
掛
り
が
置
か
れ
た
。
こ
の
う
ち
庶
務
課
（
四
掛
り
）
の
中
の
常
務
掛
で
は

受
付
・
戸
籍
・
社
寺
・
編
輯
・
布
達
・
往
復
の
事
務
を
分
担
し
、
さ
ら
に
「
事

務
取
扱
順
次
ノ
章
程
」
第
十
条
で
編
輯
掛
の
事
務
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て

い
る
。

（
９
）

編
輯
掛
ニ
於
テ
ハ
各
課
々
長
ノ
日
誌
ヲ
以
テ
事
件
ノ
大
事
ヲ
抜
萃
シ
、

若
シ
事
情
明
確
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
各
課
ノ
本
紙
ニ
依
リ
其
詳
カ
ナ
ル
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コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

但
、
各
課
ノ
日
誌
ハ
目
々
奏
任
官
之
レ
ヲ
附
与
ス

そ
の
後
、
明
治
六
年
六
月
に
な
る
と
群
馬
・
入
間
両
県
が
廃
止
さ
れ
て
熊

谷
県
が
誕
生
す
る
が
、
同
八
年
七
月
の
熊
谷
県
職
員
表
で
は
庶
務
課
（
九
掛

り
）
・
学
務
課
（
四
掛
り
）
・
租
税
課
（
七
掛
り
）
・
出
納
課
（
二
掛
り
）
の

四
課
二
二
掛
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
八
年
七
月
四
日
、
庶
務
課
の
中

に
改
め
て
編
輯
掛
が
置
か
れ
、
各
課
へ
次
の
よ
う
な
達
が
出
さ
れ
た
。

（
１
０
）

今
般
、
編
輯
掛
リ
差
置
候
間
、
旧
藩
県
引
継
之
書
物
、
他
日
之
考
拠
ニ

可
相
満
、
部
類
無
遺
漏
取
調
、
編
輯
掛
ヘ
可
差
出
候
事

但
、
官
省
印
章
有
之
指
令
、
并
ニ
大
臣
卿
輔
史
官
寮
司
ヨ
リ
ノ
公
達

内
達
共
、
原
書
ニ
限
リ
同
掛
ニ
於
テ
一
々
纂
存
可
致
筈
ニ
付
、
夫
々

座
右
見
合
ニ
備
置
候
分
ハ
更
ニ
一
通
宛
写
置
可
申
候
事

す
な
わ
ち
、
熊
谷
県
時
代
に
新
設
さ
れ
た
編
輯
掛
の
業
務
は
当
初
、
旧
藩

県
時
代
の
引
継
文
書
の
収
集
・
保
存
と
新
政
府
か
ら
の
官
省
指
令
や
大
臣
等

達
の
原
本
を
編
冊
・
保
存
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
明
治

九
年
七
月
「
簿
書
編
纂
及
図
書
保
存
條
例
」
が
仮
定
さ
れ
、
編
輯
掛
の
事
務

心
得
と
各
課
の
文
書
心
得
が
提
示
さ
れ
る
と
、
そ
の
第
一
条
に
「
編
輯
掛
ハ

文
書
ヲ
編
纂
シ
、
兼
而
簿
冊
ノ
監
守
ヲ
掌
ル
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
編
輯
掛
は

県
庁
各
課
の
文
書
編
纂
と
そ
の
管
理
保
存
を
分
掌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な

お
、
明
治
九
年
五
月
に
は
府
県
職
制
に
よ
っ
て
熊
谷
県
の
各
課
名
が
改
称
さ

れ
、
第
一
課
（
庶
務
）
、
第
二
課
（
勧
業
）
、
第
三
課
（
租
税
）
、
第
四
課
（
警

保
）
第
五
課
（
学
務
）
、
第
六
課
（
出
納
）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
熊
谷
県
も
明
治
九
年
八
月
二
十
一
日
改
称
さ
れ
て
現
在
の
第
二
次
群

馬
県
が
発
足
し
た
が
、
群
馬
県
の
組
織
も
当
初
は
熊
谷
県
時
代
と
同
様
に
第

一
課
か
ら
第
六
課
で
編
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
明
治
十
一
年
十
二
月
に
は

群
馬
県
職
制
に
よ
り
庶
務
課
・
勧
業
課
・
警
保
課
・
学
務
課
・
地
理
課
・
租

税
課
・
出
納
課
の
七
課
と
な
り
、
そ
の
中
に
「
科
」
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
庶
務
課
内
は
職
務
科
・
審
査
科
・
記
録
科
・
戸
籍
科
・
社
寺
科
に
分

科
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
庶
務
課
「
職
制
章
程
」
（
明
治
十
一
年
～
同

十
九
年
）
で
は
記
録
科
の
事
務
章
程
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
１
１
）

記
録
科

第
廿
三
條

文
書
収
受
及
送
達
ノ
事

第
廿
四
條

召
喚
人
及
請
謁
人
ノ
事

第
廿
五
條

収
受
送
達
ノ
文
書
年
表
調
製
ノ
事

第
廿
六
條

甲
号
文
書
ヲ
浄
書
長
官
ノ
官
印
ヲ
受
ル
事

第
廿
七
條

布
告
達
書
ヲ
整
理
シ
索
引
編
製
ノ
事

第
廿
八
條

布
告
達
書
等
ヲ
各
課
科
ニ
配
送
ノ
事

第
廿
九
條

庁
中
一
切
ノ
文
書
ヲ
収
理
編
製
ノ
事

第
三
十
條

管
内
ノ
政
表
及
一
覧
表
ヲ
調
製
ノ
事

第
卅
一
條

本
庁
ノ
布
達
全
書
ヲ
作
ル
事

第
卅
二
條

地
誌
・
国
史
編
修
ノ
事

第
卅
三
條

宣
旨
及
辞
令
書
ヲ
浄
書
ノ
事

そ
の
後
、
明
治
十
三
年
六
月
の
事
務
章
程
改
定
に
よ
っ
て
科
名
は
「
係
」

に
改
称
さ
れ
、
庶
務
課
中
は
常
務
・
職
務
・
戸
籍
・
社
寺
・
編
輯
・
受
付
の

六
係
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
編
輯
掛
の
名
称
は
、
明
治
八
年
七
月
に
熊
谷
県
庶
務
課
内
に

設
置
さ
れ
て
以
降
、
県
の
組
織
改
正
等
に
伴
っ
て
明
治
九
年
五
月
に
熊
谷
県

第
一
課
編
輯
掛
、
同
年
八
月
に
群
馬
県
第
一
課
編
輯
掛
、
同
十
一
年
十
二
月

に
群
馬
県
庶
務
課
記
録
科
、
そ
し
て
同
十
三
年
六
月
に
は
群
馬
県
庶
務
課
編
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輯
係
と
い
う
よ
う
に
改
称
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
編
輯
係
も
史
誌
編
輯
事
業

の
国
へ
の
移
管
に
よ
っ
て
明
治
十
八
年
七
月
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
業
務
の
一
部
は
庶
務
課
内
の
記
録
係
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
前
掲
「
職
制
章
程
」
に
よ
る
と
群
馬
県
令
佐
藤
與
三
が

庶
務
課
に
達
し
た
記
録
係
の
事
務
章
程
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
１
２
）

記
録
係
章
程

一
辞
令
書
及
褒
状
ヲ
認
ム
ル
事

一
官
省
進
達
モ
ノ
浄
書
ノ
事

但
、
附
属
書
類
ハ
此
限
リ
ニ
ア
ラ
ス

一
局
府
県
鎮
台
裁
判
所
等
ノ
往
復
文
書
浄
書
ノ
事

一
願
伺
指
令
浄
書
ノ
事

一
郡
役
所
・
警
察
署
・
監
獄
署
・
戸
長
役
場
・
学
校
・
病
院
等
ノ
達
浄

書
ノ
事

一
管
内
達
・
告
示
中
筆
記
ニ
係
ル
モ
ノ
浄
書
ノ
事

一
貴
重
ノ
文
書
類
謄
写
之
事

（
朱
書
）

「
一
活
版
原
稿
浄
書
ノ
事
」

（
３
）
編
輯
掛
の
事
務
章
程
と
史
誌
編
輯

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
七
月
、
熊
谷
県
庶
務
課
内
に
新
設
さ
れ
た
編
輯

掛
の
分
掌
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
旧
藩
県
時
代
の
引
継
文
書
の
収
集
・
保
存

と
官
省
指
令
・
大
臣
等
達
の
編
冊
・
保
存
、
そ
し
て
県
庁
各
課
の
文
書
編
冊

と
そ
の
管
理
・
保
存
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
明
治
五
年
か
ら
本
格
的
に
始

ま
っ
た
国
の
修
史
事
業
の
一
環
と
し
て
各
府
県
に
「
府
県
史
」
と
「
地
誌
」

の
編
輯
が
指
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
・
地
誌
の
編
輯
こ
そ
が
編
輯

掛
の
主
要
な
業
務
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

編
輯
掛
の
事
務
章
程
を
基
に
、
ま
ず
業
務
内
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

当
文
書
館
で
は
、
明
治
十
七
年
八
月
に
前
群
馬
県
令
で
元
老
院
議
官
の
楫

取
素
彦
か
ら
新
県
令
佐
藤
與
三
あ
て
の
「
知
事
更
迭
事
務
引
継
書
」
を
収
蔵

し
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
庶
務
課
編
輯
係
の
事
務
章
程
と
し
て
次
の
五
項
目

が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
１
３
）

一
歴
史
・
地
誌
編
輯
ノ
事

一
庁
中
文
書
ノ
法
律
規
則
ニ
関
ス
ル
緊
要
ノ
書
類
並
ニ
官
省
ノ
達
、
若

ク
ハ
訓
示
及
ヒ
指
令
本
書
等
ヲ
収
理
保
存
ス
ル
事

一
管
内
一
覧
表
ヲ
調
製
ノ
事

一
各
課
考
績
録
編
纂
ノ
事

一
古
文
書
・
古
器
物
等
ニ
係
ル
事

第
一
の
歴
史
・
地
誌
編
輯
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
府
県
史
（
群
馬
県
歴

史
）
と
地
誌
（
上
野
国
郡
村
誌
）
の
編
輯
を
指
し
て
お
り
、
史
誌
業
務
こ
そ

が
編
輯
掛
の
最
も
重
要
な
本
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
は
、
庁
内

文
書
中
に
あ
る
法
律
・
規
則
関
係
の
重
要
書
類
及
び
官
省
布
達
・
御
指
令
本

書
等
の
管
理
保
存
と
あ
り
、
と
く
に
官
省
御
指
令
本
書
の
編
冊
と
目
録
の
保

存
・
活
用
は
、
史
誌
編
輯
に
次
ぐ
重
要
な
業
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
第
三
の
管
内
一
覧
表
と
は
、
県
の
職
制
及
び
職
員
表
・
職
員
分
課
一
覧

表
・
統
計
表
な
ど
の
作
成
業
務
で
あ
り
、
第
四
の
考
績
録
編
纂
と
は
、
毎
年

各
課
係
で
作
成
す
る
年
間
執
務
報
告
書
の
編
冊
業
務
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五

の
古
文
書
・
古
器
物
関
係
と
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
古
文
書
や
美
術
工
芸
品

等
、
文
化
財
関
連
諸
資
料
の
保
存
管
理
に
関
す
る
業
務
を
指
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
編
輯
掛
の
業
務
は
実
に
多
岐
に
渉
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

な
か
で
も
歴
史
・
地
誌
編
輯
業
務
に
関
し
て
は
、
明
治
七
年
四
月
に
国
か

ら
各
府
県
に
対
し
て
年
間
定
額
七
百
円
（
明
治
九
年
十
月
か
ら
二
百
五
十
円
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増
額
）
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
編
輯
掛
は
こ
れ
を
基
に
史
誌
編
輯
と

庁
中
図
書
の
保
存
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
史
誌
の
記
述
事
項
に
つ
い

て
は
、
明
治
七
年
十
一
月
の
「
歴
史
編
輯
例
則
」
と
同
八
年
六
月
の
「
皇
国

地
誌
編
輯
例
則
」
及
び
同
年
十
一
月
の
「
地
誌
編
輯
例
則
追
補
」
で
具
体
的

に
指
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
熊
谷
県
権
令
楫
取
素
彦
は
明
治
八
年
十
一
月
、
県
内
各
区

の
正
副
区
戸
長
あ
て
に
右
の
地
誌
調
査
例
則
を
添
え
て
次
の
よ
う
な
達
を
発

し
、
翌
九
年
一
月
を
期
限
に
村
誌
・
郡
誌
の
取
り
纏
め
と
編
輯
掛
ヘ
の
提
出

を
指
示
し
た
が
、
さ
ら
に
翌
年
八
月
に
熊
谷
県
が
群
馬
県
（
第
二
次
）
に
改

（
１
４
）

称
さ
れ
る
と
、
改
め
て
楫
取
群
馬
県
令
は
明
治
九
年
十
一
月
九
日
付
け
で
各

区
正
副
区
戸
長
に
十
二
月
末
を
期
限
に
郡
村
誌
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。

本
県
第
百
四
十
七
号

地
誌
編
輯
之
儀
ニ
付
テ
ハ
、
予
テ
公
達
之
趣
モ
有
之
、
逐
次
蒐
集
候
條
、

別
冊
例
則
ニ
照
準
、
各
郡
村
ニ
於
テ
精
細
取
調
、
来
明
治
九
年
一
月
限

リ
無
遅
延
差
出
可
申
、
且
郡
誌
之
儀
、
両
大
区
或
ハ
三
四
大
区
ニ
渉
リ

候
分
ハ
該
区
協
議
、
本
例
ニ
依
リ
取
纏
メ
差
出
候
儀
ト
可
相
心
得
、
此

旨
相
達
候
也

但
、
例
則
ニ
基
ク
ト
雖
モ
、
取
調
上
不
分
明
之
廉
有
之
候
ハ
ヽ
、

委
詳
本
庁
編
輯
掛
ヘ
可
伺
出
事

明
治
八
年
十
一
月
十
七
日

熊
谷
県
権
令

楫
取
素
彦

各
区正

副
区
戸
長
中

地
誌
調
査
例
則
（
以
下
、
省
略
）

参
考
ま
で
に
、
編
輯
掛
が
設
置
さ
れ
た
当
初
の
吏
員
を
「
県
職
員
分
課
一

覧
表
」
か
ら
抽
出
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
「
熊
谷
県
職
員
分
課
一
覧
表
」
（
明
治
八
年
九
月
二
十
日
改
）

庶
務
課
編
輯
掛

（
吉
田
嘉
蔬
・
松
崎
省
吾
）

（
『
群
馬
県
歴
史

第
一
巻
』
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
昭
和

四
十
八
年
刊
）

・
「
熊
谷
県
職
員
分
課
一
覧
表
」
（
明
治
九
年
四
月
十
日
改
）

第
一
課
（
庶
務
）
編
輯
掛

（
吉
田
嘉
蔬
・
岡
部
啓
五
郎
・
武
居
基
一
郎
・
長
谷
川
清
美
）

（
文
書
館
蔵
「
明
治
九
年
管
下
布
達
留

第
一
課
」
明

１
／
２
）

63

・
「
群
馬
県
職
員
分
課
一
覧
表
」
（
明
治
九
年
十
一
月
十
五
日
改
）

第
一
課
（
庶
務
）
編
輯
掛

（
吉
田
嘉
蔬
・
岡
部
啓
五
郎
・
長
谷
川
清
美
・
大
島
善
之
助
）

（
文
書
館
蔵
「
明
治
九
年
管
下
布
達
留

第
一
課
」
明

２
／
２
）

63

右
吏
員
の
う
ち
吉
田
嘉
蔬
（
文
政
三
年
六
月
生
れ
、
旧
名
は
嘉
太
郎
）

に
つ
い
て
、
岡
部
福
蔵
『
上
野
人
物
志
』
（
中
巻
）
に
よ
れ
ば
、
山
口
県
士

族
で
恕
庵
と
号
し
、
明
治
九
年
七
月
群
馬
県
師
範
学
校
の
前
身
、
暢
発
学
校

副
校
長
に
着
任
、
同
十
年
四
月
庶
務
課
に
転
じ
て
山
崎
衡
と
共
に
県
内
史
料

の
蒐
集
と
そ
の
研
究
に
従
事
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
県
内
に
散
在
す
る
古
墳

を
踏
査
し
、
明
治
十
一
年
四
月
「
古
墳
考
」
を
起
稿
・
発
表
、
山
崎
衡
『
三

王
墳
墓
略
考
』
（
明
治
十
八
年
二
月
）
と
共
に
、
考
古
学
が
未
発
達
な
中
で

本
県
の
古
墳
研
究
の
萌
芽
と
な
り
、
県
内
史
料
の
蒐
集
は
両
氏
に
負
う
と
こ

ろ
多
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
岡
部
啓
五
郎
（
天
保
八
年
六
月
生
れ
）
は
福
岡
県
士
族
で
、
「
官

省
御
指
令
本
書
」
の
編
冊
を
担
当
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
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 M16.2 修史館より県史上進の督促

 M25.5.30 群馬県文書保存規則を定む

 M10.3.6 簿書監護法を定む

（K:慶応　M:明治　S:昭和）

（S4.7.9　史料編纂所と改称）

 M26.4.10 史誌編纂掛廃止により国の修史事業は廃止

（注）『東京大学史料編纂所史　史料集』 他より作成

（長松幹課長）

 M7.3.25 内務省が記録史料保存事業を開始

 M8.9.20 地理寮地誌課が修史局に合併（地誌掛）

 M11.1.11 地理局内に地誌課が発足

 M17.7.9 府県史業務を修史館が引継  M17.7.9 府県地誌を内務省地理局が引継

（重野安繹編修長）

 M28.4.1

 M23.10.2 帝国大学内に地誌編纂掛を設置

帝国大学文科大学史誌編纂掛

　（東毛３郡は栃木県へ編入）

 

（重野安繹編纂委員長）

 M2.10

 M20.6.10 簿書保存規程を定む

 M8.4.14

（長松幹局長）

 

 M3.4 全国の華族・諸藩等へ国事関係資料提出を布告

 M4.9

 M5.11 国史編輯につき公文書保存と資料提出を達

太政官正院記録課

M5.10

 M19.1.13 府県史編輯事業が中止

 M18.6 歴史・地誌編輯事務引継演説を作成

 M18.7 庶務課編輯係を廃止

内務省地理局
 M10.12.8 地誌編輯業務を内務省地理局へ移管

 M4.7.14 廃藩置県の詔書

 M6.2.7 河瀬秀治県令

(青山貞権知事)

　　（岩鼻県のほか８県が成立）

 M7.11.10 「歴史編輯例則」を府県に達

 M9.8.21

 M10.1.11 （地理寮廃止）

 M12.6 「修史館分局及編輯著手ノ方法」が改定

 （前橋・高崎など上野９藩が併立）

（旧和学講談所内）

 M2.4.4 明治天皇が修史事業振興の沙汰書（修史総裁三條実美）

 M10.1.18 太政官再編により修史局を廃止

 M10.1.26

太政官修史館 （伊地知正治総裁）

 M2.12.26 吉井藩が岩鼻県へ編入

 M2.3.20

 M2.7.8 太政官官制の制定

 M6.11 「歴史課事務章程」を定む

 M7.9.5 簿書編纂規則を定む

 M9.4.4 楫取素彦県令

 M9.5.31 庶務課が 第一課  と改称

 M9.7.20 簿書編纂図書保存條例を仮定す

 M5.10

　K4.6.17

 M4.10.28

岩　鼻　県

第一次群馬県

　（東毛３郡を群馬県へ編入）

　（大学校内）国 史 編 輯 局

太政官記録編輯掛

 M3.2

 M2.12.22 学校変革に伴い閉鎖

第二次群馬県

太政官修史局

 M8.7.10 「修史事宜」が裁可

 M6.4 文部省が国史編輯を開始

 「復古記」の編纂を開始

 M8.6.5 「皇国地誌編輯例則」を府県に達

 
　                                          

(楫取素彦県令)

(大音龍太郎知県事)

明治政府と群馬県における歴史・地誌編輯と組織の変遷

 M18.12.22 太政官制の廃止により内閣制度が発足

 M23.9.5 地理局地誌課の事業を帝国大学へ移管

太政官正院歴史課

史料編輯国史校正局

 

 M7.8.30  (地誌課を地理寮に合併)

 M6.6.15

熊　谷　県 (河瀬秀治県令)

 M18.7 編輯係業務を常務係・記録係及び
　　　　 勧業課へ引継

 M5.10.4 記録課を分局

 M8.11.12 「地誌編輯例則追補」を達

 M18.7.18～10.6 修史館が関東六県古文書探訪・県史引継　

太政官正院地誌課

内務省地理寮地誌課

編輯係  と改称

 M7.6 文部省の国史編輯を歴史課へ移管 M7.7.19 楫取素彦県権令

 M6.11.10 内務省の設置

 M7.1.10 「内務省事務章程」を定む（地理寮発足）

帝国大学文科大学史料編纂掛

 M24.3.31（編年史・地誌が合併）

 M8.7.4 庶務課内に 編輯掛  を設置

第一課編輯掛

 M11.12.21 庶務課 記録科  と改称

 M13.6.16 庶務課

 M16.11.8 簿書取扱規則按を起草す

 M17.7.30 楫取県令から佐藤與三県令へ

 M17.8 知事更迭事務引継書を作成

 M14.12 修史館業務を再編（国史の期限をM23末）

帝国大学臨時編年史編纂掛

内閣臨時修史局 M20.2.22 簿書の保存期限を定む

 M21.10.30

 M19.1.9
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三

群
馬
県
庁
文
書
の
中
の
「
考
績
録
」

（
１
）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
考
績
録
」
の
概
要

冒
頭
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」

中
の
「
考
績
録

弐
冊
ノ
壱
」
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
同
十
二

年
に
至
る
熊
谷
県
及
び
第
二
次
群
馬
県
の
庁
内
各
課
掛
の
年
間
執
務
報
告
書

二
五
冊
を
合
綴
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
庶
務
課
編
輯
掛
（
三
冊
）
を

は
じ
め
、
租
税
課
土
木
掛
（
五
冊
）
、
学
務
課
（
三
冊
）
、
庶
務
課
戸
籍
掛

（
三
冊
）
、
駅
逓
掛
（
二
冊
）
、
衛
生
掛
（
二
冊
）
等
の
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
翻
刻
す
る
の
は
県
の
庶
務
課
編
輯
掛
（
係
）
の
明

治
九
年
・
十
年
・
十
二
年
分
の
三
冊
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
各
年
次
の
月

毎
に
歴
史
・
地
誌
編
輯
作
業
を
中
心
と
し
た
業
務
の
進
捗
状
況
等
が
記
さ
れ

て
お
り
、
明
治
前
期
の
群
馬
県
に
お
け
る
史
誌
等
の
具
体
的
な
編
輯
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
本
史
料
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
十

七
集
（
文
部
省
史
料
館
、
昭
和
四
十
六
年
刊
）
の
解
題
（
原
島
陽
一
氏
執
筆
）
、

『
上
野
国
郡
村
誌
１

勢
多
郡
（
１
）
』
（
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
昭

和
五
十
二
年
刊
）
の
解
題
（
丑
木
幸
男
氏
執
筆
）
、
『
群
馬
県
史

資
料
編

』
近
代
現
代

・
御
指
令
本
書
（
群
馬
県
、
昭
和
五
十
二
年
刊
）
の
解
題

17

1

（
丑
木
幸
男
氏
執
筆
）
及
び
阿
久
津
宗
二
「
群
馬
県
に
お
け
る
明
治
期
公
文

書
の
編
纂
過
程
と
保
存
規
則
」
（
当
文
書
館
紀
要
『
双
文
』
第
一
号
、
昭
和

五
十
九
年
刊
）
な
ど
で
一
部
引
用
・
紹
介
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
出
来
る
だ
け
原
本
に
即
し
て
翻
刻
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
参
考
ま
で
に
、
こ
の
「
考
績
録
」
か
ら
歴
史
・
地
誌
編
輯
に
関
す
る

記
事
を
抽
出
し
て
列
記
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
明
治
九
年
】

一
月

武
蔵
・
上
野
国
地
誌
提
綱
二
巻
の
編
纂
に
着
手
、
三
月
に
脱
稿
、

歴
史
課
へ
進
呈

二
月

管
内
沿
革
概
略
を
編
集
・
上
申

五
月
～
六
月

管
内
各
郡
の
村
誌
草
稿
の
推
敲
作
業

七
月

武
蔵
国
賀
美
郡
村
誌
草
稿
の
整
理
作
業
を
行
い
、
九
月
に
脱
稿
、

歴
史
課
へ
進
呈

十
月

碓
氷
郡
村
誌
の
一
部
草
稿
の
修
訂
作
業
に
着
手

史
館
よ
り
歴
史
編
輯
の
督
促
あ
り
、
県
治
・
工
業
二
巻
の
編
輯
に

着
手
、
十
二
月
に
脱
稿

【
明
治
十
年
】

二
月

政
治
部
の
県
治
・
工
業
二
巻
を
編
輯
・
脱
稿
、
修
史
局
へ
上
申

御
指
令
本
書
（
明
治
一
～
八
年
）
を
部
類
分
け
、
各
課
掛
毎
に
四

十
二
冊
に
編
製

八
月

碓
氷
郡
村
誌
す
べ
て
編
輯
・
脱
稿
、
修
史
館
へ
上
申

九
月

明
治
一
年
の
旧
岩
鼻
県
職
制
か
ら
明
治
九
年
の
熊
谷
県
改
称
ま
で

の
職
制
を
編
輯
・
脱
稿
、
修
史
館
へ
上
申

十
二
月

吾
妻
・
片
岡
郡
村
誌
を
編
輯
・
脱
稿
、
修
史
館
へ
上
申

十
二
月
二
十
二
日

禁
令
の
部
を
編
輯
・
脱
稿
、
修
史
館
へ
上
申

本
年
、
編
輯
掛
内
で
蒐
集
し
た
郡
村
誌
草
稿
は
、
群
馬
郡
・
勢
多

郡
・
甘
楽
郡
・
緑
野
郡
・
利
根
郡
・
佐
位
郡
・
那
波
郡
・
邑
楽
郡

・
新
田
郡
・
多
胡
郡
、
総
計
四
百
八
十
四
冊
分
、
う
ち
新
田
・
多

胡
郡
は
全
て
揃
い
、
不
日
脱
稿
、
上
申
予
定

歴
史
は
学
校
の
部
を
起
稿
、
不
日
脱
稿
、
上
申
予
定

【
明
治
十
二
年
】

二
月
某
日

邑
楽
郡
誌
の
編
輯
に
着
手
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四
月
中

本
県
布
達
全
書
の
編
輯
に
着
手
、
八
月
三
十
日
に
三
冊
（
明
治

六
～
八
年
）
を
出
版

五
月
五
日

歴
史
の
学
務
の
部
四
冊
を
成
稿
、
修
史
館
へ
上
申

五
月
九
日

甘
楽
郡
村
誌
を
脱
稿
、
地
理
局
へ
上
申

五
月
十
五
日

緑
埜
郡
村
誌
の
編
輯
に
着
手

九
月
某
日

山
田
郡
地
誌
の
編
輯
に
着
手

十
一
月
三
十
日

本
県
布
達
全
書
六
冊
（
明
治
九
～
十
一
年
）
を
出
版

十
二
月
十
六
日

利
根
郡
村
誌
・
甘
楽
郡
村
誌
附
録
を
成
稿
、
地
理
局
へ

上
申

庶
務
課
編
輯
掛
で
は
史
誌
編
輯
業
務
を
「
県
史
・
地
誌
ノ
二
大
業
」
と
位

置
づ
け
、
明
治
九
年
か
ら
「
歴
史
編
輯
例
則
」
や
「
皇
国
地
誌
編
輯
例
則
」

等
に
基
づ
き
本
格
的
な
編
輯
作
業
に
着
手
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
業
務
は
前
掲
の
事
務
章
程
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
史
誌
編
輯
の
み
な

ら
ず
各
課
簿
冊
の
蒐
集
監
護
、
国
の
諸
官
省
か
ら
の
管
内
事
蹟
等
に
関
す
る

照
会
、
諸
資
料
等
の
調
査
依
頼
な
ど
多
岐
に
渉
り
、
実
に
多
忙
を
極
め
て
い

た
こ
と
が
「
考
績
録
」
の
記
述
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
現
存

す
る
編
輯
掛
の
「
考
績
録
」
は
次
の
三
年
分
し
か
残
存
せ
ず
、
他
の
年
次
の

も
の
は
現
時
点
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
お
、
本
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
当
文
書
館
が
平
成
二
十
年
度
か

ら
実
施
し
て
い
る
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」
の
マ
イ
ク
ロ

複
本
化
事
業
で
収
集
、
閲
覧
公
開
し
て
い
る
複
製
本
（
請
求
番
号
Ｐ
Ｆ
０
８

０
１
・
６
９
／
２
１
５
）
を
基
に
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
収
録

に
当
た
っ
て
は
可
能
な
限
り
原
本
に
忠
実
に
掲
載
し
た
が
、
本
題
と
直
接
関

係
の
な
い
内
容
に
つ
い
て
は
一
部
省
略
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
予
め
お
断

り
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）
庶
務
課
編
輯
掛
「
考
績
録
」
の
翻
刻

○
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」
（
３
３
Ｊ
・
３
７
２
）

（
表
紙
）

「
明
治
六
年
以
降
十
二
年
迄

永
年
保
存

考

績

録

（
朱
書
）

「
弐
冊
ノ
壱
」

群
馬
県
」

【
史
料
①
】
明
治
九
年

編
輯
掛
「
考
績
録
」

（
中
表
紙
）

「

明
治
九
年

考

績

録編
輯
掛
」

明
治
九
年

考
績

当
掛
ノ
掌
務
タ
ル
其
大
要
、
各
課
ノ
簿
冊
ヲ
蒐
集
監
護
シ
、
散
逸
錯
乱
ノ
憂

無
ラ
シ
メ
、
其
中
申
牒
・
指
令
等
ノ
最
モ
貴
重
ス
可
キ
書
ハ
、
之
ヲ
鎖
鍵
ア

ル
箱
函
ニ
蔵
シ
、
特
ニ
謹
厳
ヲ
加
ヘ
テ
之
ヲ
保
護
ス
、
其
掌
務
ノ
順
序
ハ
各

課
ヨ
リ
逓
付
ス
ル
処
ノ
冊
子
ヲ
件
名
簿
ニ
謄
録
シ
、
其
課
掛
ノ
標
名
ア
ル
箱

中
ニ
収
儲
シ
、
半
年
毎
ニ
之
ヲ
編
輯
シ
、
年
尾
毎
ニ
大
目
録
或
ハ
総
計
表
ヲ

其
順
序

作
リ
、
第
一
課
長
ノ
検
査
ヲ
乞
ヒ
、
上
局
ニ
申
シ
而
後
庫
内
ニ
蔵
ス

総
テ
改

定
ノ
規
則
ニ
拠
ル
、

其
間
常
ニ
官
事
ノ
編
纂
ニ
係
ル
者
ヲ
総
テ
当
掛
ニ
テ

故
ニ
細
目
ハ
記
載
セ
ス
、

勤
務
ス
、
既
ニ
本
年
編
纂
ス
ル
処
、
県
史
・
地
誌
ノ
二
大
業
ア
リ
、
其
例
則
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タ
ル
多
件
細
目
・
史
誌
一
挙
ニ
功
ヲ
竣
シ
難
ク
、
因
テ
先
ツ
稿
ヲ
地
誌
ヨ
リ

起
セ
リ
、
本
年
一
月
其
要
領
ヲ
挙
ケ
編
纂
ノ
参
考
ニ
供
ン
コ
ト
ヲ
謀
リ
、
地

武
蔵
国
十
三
郡

誌
提
綱
二
巻
ヲ
編
纂
シ

同
三
月
脱
稿
、
歴
史
課
エ
呈
進
ス
、

上
野
国
十
一
郡

尓
後
管
内
各
郡
村
吏
ヨ
リ
調
査
シ
テ
上
申
ス
ル
処
ノ
村
誌
草
稿
、
疎
謬
脱
誤

一
稿
モ
例
則
ニ
倣
フ
テ
整
斉
ス
ル
モ
ノ
無
シ
、
仍
テ
之
ヲ
例
則
ニ
照
シ
古
記

ニ
証
シ
、
精
細
堆

黄
ヲ
加
ヘ
テ
改
査
セ
シ
ム
、
其
尤
甚
シ
キ
者
ハ
批
正
再

（
推
敲
カ
）

三
ニ
及
フ
者
ア
リ
、
又
其
草
稿
全
部
一
括
ニ
シ
テ
出
ス
能
ハ
ス
、
一
小
区
或

ハ
二
小
区
ヲ
限
リ
漸
次
稿
成
ニ
従
テ
上
申
ス
、
故
ニ
五
六
月
ニ
及
テ
各
郡
出

ス
処
ノ
村
誌
ヲ
点
検
ス
ル
ニ
、
未
タ
一
郡
ノ
能
ク
完
全
ス
ル
者
ア
ラ
ス
、
七

月
ニ
至
リ
武
蔵
国
賀
美
郡
ノ
草
稿
全
部
漸
ク
揃
集
ス
ル
ニ
依
リ
、
先
ツ
之
ヲ

訂
修
・
整
頓
上
申
セ
ン
コ
ト
ヲ
謀
リ
、
其
疑
件
ノ
緊
要
ニ
係
ル
者
ヲ
実
地
検

村
誌
廿
七
冊

踏
シ
、
同
九
月
脱
稿
廿
八
冊

ヲ
歴
史
課
ニ
進
呈
ス
、
同
月
熊

郡
誌
一
冊

谷
県
改
称
、
分
合
移
庁
ノ
令
ア
リ
、
仍
テ
諸
課
ヨ
リ
保
管
ス
ル
処
ノ
簿
冊
、

埼
玉
県
エ
譲
与
ノ
便
宜
ヲ
謀
リ
、
査
調
シ
テ
一
旦
之
ヲ
諸
課
ニ
返
布
ス
、
諸

課
該
県
ヘ
譲
与
ス
可
キ
者
ヲ
点
検
抜
萃
シ
、
其
余
群
馬
県
ニ
関
ス
ル
者
ヲ
復

タ
当
課
ヘ
逓
付
セ
リ
、
是
ヨ
リ
先
キ
碓
氷
郡
廿
一
大
区
村
誌
、
該
区
村
吏
ヨ

リ
漸
次
上
申
、
同
十
月
ニ
至
リ
略
ホ
揃
集
、
仍
テ
全
郡
脱
稿
ノ
速
ナ
ラ
ン
コ

ト
ヲ
要
シ
、
外
区
内
村
吏
ノ
未
タ
調
進
セ
サ
ル
者
ニ
督
促
ス
、
然
ニ
地
租
改

正
ノ
繁
鬧
ナ
ル
ヲ
以
テ
歳
杪
ニ
至
リ
テ
、
終
ニ
一
稿
モ
調
進
ス
ル
有
ラ
ス
、

故
ニ
方
今
廿
一
大
区
ノ
八
村
誌
三
十
七
冊
訂
修
シ
終
リ
、
略
ホ
成
稿
ニ
属
ス

一
冊
ノ
中
一
二
件
肯
繁
ニ
係
ル

ト
雖
モ

外
区
内
ノ
村
誌
未
タ
調
進
セ
サ
ル
ヲ
以

者
ヲ
検
査
シ
挿
入
ス
ル
而
巳

テ
全
郡
ノ
稿
本
上
申
荏
苒
遅
滞
ス
、
之
ニ
因
テ
不
得
止
、
曽
テ
外
郡
村
吏
ヨ

リ
調
進
ス
ル
処
ノ
草
稿
ヲ
其
間
ニ
着
手
点
検
ス
、
十
年
一
月
速
ニ
碓
氷
郡
全

郡
ノ
草
稿
悉
ク
調
進
ス
ル
ヲ
俟
テ
脱
稿
上
申
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
望
ス

歴
史
ハ
、
明
治
七
年
達
ニ
係
ル
其
例
則
詳
明
シ
難
キ
件
有
リ
、
暫
ク
措
テ
稿

八
年
歴
史
参
考
ノ
為
メ
管
内
沿
革
概
略
ヲ
編

ヲ
起
サ
ス

本
年
四
月
詳
ニ
細
部
類

セ
リ
、
本
年
二
月
地
誌
提
綱
ト
共
ニ
上
申
ス

ヲ
分
ケ
歴
史
編
輯
例
則
ノ
達
ア
リ
、
熟
考
ス
ル
ニ
其
條
款
地
誌
ニ
関
ス
ル
尠

カ
ラ
ス
、
因
テ
地
誌
漸
次
脱
稿
ニ
従
テ
其
要
件
ヲ
採
拾
シ
テ
史
料
ニ
供
シ
、

而
後
稿
ヲ
脱
ン
ト
欲
ス
、
然
ニ
十
月
史
官
ヨ
リ
至
急
編
輯
ス
ヘ
キ
督
促
ア
リ
、

故
ニ
止
ム
ヲ
得
ス
各
課
ニ
諮
詢
シ
旧
記
ヲ
検
索
シ
、
例
則
中
県
治
・
工
業
ノ

條
件
二
巻
ヲ
編
輯
、
十
二
月
ニ
至
リ
脱
稿
セ
リ

本
年
史
誌
編
纂
ノ
外
、
臨
時
諸
官
省
ヨ
リ
管
内
事
蹟
ノ
一
二
件
ニ
係
ル
者
ヲ

諮
詢
ア
リ
、
則
旧
記
ヲ
検
索
シ
、
或
ハ
管
民
ニ
訊
問
シ
、
或
ハ
実
地
ヲ
勘
踏

シ
小
稿
ヲ
編
シ
テ
回
答
ス
ル
者
尠
カ
ラ
ス
、
上
野
国
豊
城
入
彦
命
墓
、
武
蔵

国
梅
王
寺
墓
、
清
水
越
新
路
、
旧
前
橋
外
三
藩
図
面
、
武
蔵
国
荒
川
水
源
等

ノ
類
是
也
、
同
九
月
紙
幣
寮
ヨ
リ
大
日
本
貨
幣
史
編
纂
ニ
依
リ
、
旧
各
藩
封

地
維
新
ノ
際
村
名
・
草
高
詳
細
可
記
載
之
照
会
ア
リ
、
則
旧
記
ヲ
抄
写
シ
十

一
月
ニ
至
リ
竣
功
、
同
寮
ヘ
進
呈
ス

同
十
月
大
蔵
省
ヨ
リ
統
計
表
編
製
ノ
達
ア
リ
、
此
ハ
十
年
六
月
迄
ニ
本
年
ノ

表
ヲ
編
ス
ル
事
ニ
係
リ
、
其
條
目
細
縷
萬
般
タ
ル
ニ
依
リ
、
管
民
ヲ
労
煩
セ

ス
、
庁
内
ヲ
出
ス
各
課
ニ
テ
調
査
ス
可
キ
事
件
ヲ
各
課
ニ
諮
ヒ
、
其
余
件
ヲ

管
民
ニ
布
達
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
、
則
例
則
ニ
其
旨
趣
ヲ
添
翰
シ
各
課
ノ
回

覧
ニ
供
ス
、
之
ニ
依
リ
各
課
庁
内
ニ
テ
調
査
ス
可
キ
者
ハ
、
則
附
箋
シ
テ
之

ヲ
返
セ
リ
、
十
年
一
月
当
掛
ニ
テ
各
課
附
箋
外
、
管
下
エ
布
達
ス
可
キ
者
ヲ

点
検
采
択
シ
、
之
ヲ
速
ニ
管
内
ニ
布
達
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
ン
ト
欲
ス

明
治
九
年
編
輯
掛
考
績
、
前
掲
ノ
若
シ

編
輯
掛
（
岡
部
㊞
）

各
課
ノ
諸
簿
冊
総
計
表
・
大
目
録
ノ
如
キ
ハ
、
十
年
一
月
各
課
ヨ
リ
逓
付
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済
ヲ
待
テ
之
ヲ
編
シ
進
呈
セ
ン
ト
欲
ス

（
岡
部
㊞
）

【
史
料
②
】
明
治
十
年

編
輯
係
「
考
績
録
」

（
中
表
紙
）

「

編
輯
係

明
治
十
年

考

績

録

」

明
治
十
年

考
績

○
第
一
月
、
庁
中
各
分
掌
ヨ
リ
逓
付
ス
ル
処
ノ
簿
冊
ヲ
都
テ
客
歳
改
定
ノ
規

則
ニ
準
シ
テ
之
ヲ
撰
輯
シ
、
御
指
令
本
書
ハ
各
分
掌
ニ
部
類
ヲ
分
チ
、
冊
毎

ニ
首
メ
ニ
目
次
ヲ
附
シ
検
閲
ノ
便
ニ
供
ス
、
外
ニ
群
馬
県
簿
書
目
録
一
冊
、

諸
課
簿
冊
一
覧
表
ヲ
製
シ
、
上
局
ノ
検
査
ヲ
乞
ヒ
、
之
ヲ
庫
箱
ニ
蔵
ス
、

○
第
二
月
、
各
分
掌
ヨ
リ
漸
次
逓
付
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
簿
冊
、
既
ニ
蒐
集
堆
積

セ
リ
、
依
テ
一
層
監
護
ノ
厳
密
ヲ
要
シ
、
客
歳
改
定
規
則
ノ
追
補
ト
シ
テ
監

護
法
五
款
ヲ
草
シ
、
上
局
ノ
許
允
ヲ
得
テ
之
ヲ
成
規
ト
セ
リ
、
其
法
左
ニ

追
補簿

書
監
護
法

一
、
各
課
ヨ
リ
逓
付
ス
ル
処
ノ
簿
冊
ハ
、
毎
日
之
ヲ
本
例
第
一
章
ノ
逐
條

一
日

ニ
照
シ
、
其
部
類
ヲ
分
チ
仮
ニ
袋
ニ
収
メ
置
キ
、
必
毎
月
一
日
休
暇

ナ
レ
ハ
二

其
前
月
分
ヲ
纏
括
撰
輯
シ
テ
箱
中
ニ
蔵
ス
可
シ

日
ト
ス第

二
款

一
、
毎
日
退
庁
前
、
必
簿
冊
蔵
置
ノ
函
筺
及
倉
庫
共
、
鎖
籥
ノ
厳
否
ヲ
検

査
ス
可
シ

第
三
款

一
、
毎
月
一
回
件
名
簿
貸
与
録
ニ
照
シ
、
箱
中
ノ
簿
冊
ヲ
点
検
ス
可
シ

第
四
款

一
、
各
課
ノ
簿
冊
部
類
ヲ
分
ケ
、
歳
月
ニ
順
ヒ
箱
中
ニ
蔵
ス
ル
ヲ
主
ト
ス

故
ニ
漫
然
抽
繙
ス
ル
ヲ
禁
ス
、
時
宜
ニ
依
リ
抽
繙
ス
ル
ト
キ
ハ
、
必

ス
其
残
冊
ノ
混
雑
ス
ル
ナ
キ
ヲ
註
意
ス
可
シ

第
五
款

官
省
指
令
本
紙
等
貴
重

一
、
非
常
火
災
之
節
ハ
疾
趣
局
中
ニ
集
リ
、
先
甲
乙
ノ
書
類
ヲ
蔵
ス
ル
モ
ノ

ノ
二
箱
ヲ
第
一
ニ
火
勢
ノ
及
バ
サ
ル
処
ニ
運
搬
シ
、
掛
一
名
之
レ
ヲ

時
宜
ニ
依
リ
巡
査
ニ
委

監
護
シ

其
他
ノ
掛
吏
員
一
同
一
般
ノ
簿
冊
運

託
ス
ル
コ
ト
モ
有
ヘ
シ

搬
ニ
従
事
ス
可
シ

○
同
月
、
歴
史
編
輯
例
則
ニ
照
シ
、
政
治
部
ノ
内
左
ノ
県
治
・
工
業
ノ
二
件

編
輯
脱
稿
セ
リ
、
依
テ
修
史
館
ヘ
上
申
ス

県
治
部

一
冊

岩
鼻
県
創
置
ノ
日
ヨ
リ

熊
谷
県
改
称
ノ
日
迄

工
業
部

一
冊

右
ニ
同
シ

此
際
、
明
治
一
年
旧
岩
鼻
県
ヨ
リ
同
八
年
ニ
至
ル
迄
ノ
御
指
令
本
書
ノ
装
釘

各
分
掌
部
類
交
錯
年
月
顛
倒
シ
、
検
索
ノ
煩
労
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
、
更

ニ
各
分
掌
ニ
部
類
ヲ
分
チ
、
年
月
日
ノ
順
序
ヲ
査
正
シ
、
四
拾
二
冊
ニ
編
製

ス
、
其
冊
子
ノ
首
メ
ニ
目
次
ヲ
附
シ
、
之
ニ
番
号
ト
御
指
令
ノ
年
月
日
ヲ
朱
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記
ス
、
又
右
ノ
目
次
ヲ
抄
写
総
括
シ
テ
天
地
人
ノ
目
次
書
三
冊
ヲ
製
ス
、
将

来
簿
冊
ノ
鄭
重
ヲ
要
ス
ル
而
巳
ナ
ラ
ス
、
検
索
ノ
便
ニ
供
ン
ト
ス
、
依
テ
上

局
ノ
検
覧
ヲ
経
テ
倉
庫
ニ
蔵
セ
リ
、
其
編
成
ノ
冊
子
左
ノ
如
シ

第
一
課

明
治
三
年
ヨ
リ

御
指
令
本
書

六
冊

同
八
年
ニ
至
ル

戸
籍
掛

明
治
六
年
ヨ
リ

同

弐
冊

同
八
年
ニ
至
ル

土
木
掛

明
治
五
年
ヨ
リ

同

四
冊

同
八
年
ニ
至
ル

第
三
課

明
治
四
年
ヨ
リ

同

四
冊

同
八
年
ニ
至
ル

地
理
掛

明
治
五
年
ヨ
リ

同

三
冊

同
八
年
ニ
至
ル

雑
税
掛

明
治
四
年
ヨ
リ

同

五
冊

同
八
年
ニ
至
ル

証
券
印
紙
掛

同

明
治
六
年
分

壱
冊

第
五
課

明
治
六
年
ヨ
リ

同

拾
冊

同
八
年
ニ
至
ル

第
六
課

明
治
五
年
ヨ
リ

同

六
冊

同
八
年
ニ
至
ル

公
債
掛

明
治
七
年
ヨ
リ

同

壱
冊

同
八
年
ニ
至
ル

総
計
四
拾
弐
冊

外
ニ

従
明
治
三
年

御
指
令
本
書
目
次

第
一
課

壱
冊

至
同
八
年

従
同
四
年

同

第
三
課

壱
冊

至
同
八
年

従
同
五
年

第
五
課

同

壱
冊

至
同
八
年

第
六
課

○
此
際
、
内
務
省
巡
回
吏
員
ヨ
リ
上
野
国
森
林
風
土
記
編
輯
ノ
為
メ
、
左
ノ

條
件
調
査
ノ
依
頼
ア
リ
、
依
テ
一
冊
子
ヲ
編
製
シ
テ
同
吏
員
エ
逓
送
セ
リ

○
浅
間
山
噴
火
ノ
歳
月

○
天
災
異
変
ニ
ヨ
リ
土
地
ノ
沿
革

○
高
崎

幾
村
幾

内
寄
留

・
沼
田
ノ
水
理

○
何
々
郡

○
戸
数
何
程

町
幾
駅

何
程

内
男
何
程

内
畑
何
程

○
人
口
何
程

○
耕
地
反
別
何
程

○
民
林
反
別

女
何
程

田
何
程

米
何
程

中
学
校

何
程

○
租
税

○
官
林
拝
借
料

○
軍
鎮

○
学
校

金
何
程

何
程
教

員
何
程
生
徒
何
程
・
小
学
校

何
郡

何
所
ヨ
リ
何
所
ニ
通

○
名
邑

○
駅
路

何
程
教
員
何
程
生
徒
何
程

村
町

ス
○
駅
数
○
里
程
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郡
村
周

何
々

質
郡

郡

○
池
沼

○
名
勝

○
鉱
山

○
製
糸
場

囲
里
程

郡
村

村

村

郡

湯
質
・
温

郡
村
何

○
物
産

○
温
泉

○
河
岸
場

村

度
・
郡
村

川
筋

○
第
八
月
、
碓
氷
郡
ノ
郡
村
誌
全
ク
編
輯
脱
稿
セ
リ
、
依
テ
左
ノ
冊
子
修
史

館
ヘ
上
申
ス

碓
氷
郡
々
誌

壱
冊

同

郡
図

壱
折

同

村
誌

拾
三
冊

同

附
録

壱
冊

○
第
九
月
、
明
治
一
年
旧
岩
鼻
県
ヨ
リ
同
九
年
熊
谷
県
改
称
迄
ノ
職
制
ヲ
、

歴
史
編
輯
例
則
ニ
照
シ
、
左
ノ
冊
子
編
輯
脱
稿
セ
リ
、
依
テ
修
史
館
ヘ
上
申

ス

旧
岩
鼻
県
職
制

壱
冊

旧
群
馬
県
職
制

壱
冊

旧
熊
谷
県
職
制
概
略

壱
冊

旧
熊
谷
県
職
制

四
冊

第
一
課
之
部
一
冊

第
二
・
三
課
之
部
一
冊

第
四
課
之
部
一

冊

第
五
・
六
課
之
部
一
冊

合
計
七
冊

○
十
一
月
、
文
部
省
大
書
記
官
ヨ
リ
地
質
研
究
ノ
為
メ
、
火
山
地
震
等
ニ
関

ス
ル
旧
記
必
用
ニ
付
、
右
ニ
関
ス
ル
旧
記
所
蔵
ア
ラ
ハ
差
出
ス
可
キ
ト
ノ
照

会
ア
リ
、
依
テ
右
ニ
関
ス
ル
書
類
普
ク
捜
尋
シ
テ
其
條
件
ヲ
抄
写
シ
、
一
冊

子
ヲ
製
シ
テ
之
ヲ
逓
送
ス

○
十
二
月
、
吾
妻
・
片
岡
二
郡
ノ
郡
村
誌
編
輯
全
ク
脱
稿
セ
リ
、
依
テ
左
ノ

冊
子
、
修
史
館
ヘ
上
申
セ
リ

吾
妻
郡
々
誌

壱
冊

同

村
誌

拾
冊

同

郡
図

壱
折

片
岡
郡
々
村
誌

壱
冊

同

郡
図

壱
折

○
十
二
月
廿
二
日
、
歴
史
編
輯
條
例
中
、
左
ノ
禁
令
ノ
部
編
纂
脱
稿
セ
リ
、

依
テ
修
史
館
ヘ
上
申
ス

制
度
部
ノ
内

禁
令

四
冊

旧
岩
鼻
県
ヨ
リ

旧
熊
谷
県
改
称
ノ
日
マ
テ

此
他
、
本
年
中
各
郡
区
内
ヨ
リ
漸
次
調
進
稿
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
村
誌
草
稿
、
率

ネ
調
査
疎
謬
ニ
シ
テ
、
例
則
ト
齟
齬
ス
ル
モ
ノ
頗
ル
多
シ
、
一
々
点
検
批
正

シ
テ
、
更
ニ
改
稿
上
申
セ
シ
ム
、
今
局
中
ニ
其
進
稿
ノ
蒐
集
ス
ル
数
、
左
ノ

如
シ

○
群
馬
郡
百
拾
冊

○
勢
多
郡
七
拾
六
冊

○
甘
楽
郡
四
拾
冊

○
緑
野
郡
拾
九
冊

○
利
根
郡
五
拾
四
冊

○
佐
位
郡
拾
九
冊

○
那
波
郡
拾
四
冊

○
邑
楽
郡
廿
六
冊

○
新
田
郡
九
拾
九
冊

○
多
胡
郡
廿
七
冊

総
計
四
百
八
拾
四
冊
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右
村
誌
蒐
集
ノ
内
新
田
郡
・
多
胡
郡
ノ
如
キ
ハ
、
全
郡
既
ニ
揃
集
シ
、
且
ツ

実
地
検
査
セ
リ
、
依
テ
方
今
専
ラ
着
手
、
不
日
脱
稿
上
申
ノ
期
近
カ
ラ
ン
ト

ス歴
史
編
輯
ハ
、
方
今
例
則
ノ
内
学
校
ノ
部
既
ニ
起
稿
セ
リ
、
是
亦
不
日
脱
稿

上
申
ヲ
要
ン
ト
ス

明
治
十
年
考
績
、
前
掲
ノ
如
シ

【
史
料
③
】
明
治
十
二
年

庶
務
課
「
考
績
録
」

（
中
表
紙
）

「

明
治
十
二
年

考

績

録庶
務
課
」

夫
本
課
ノ
職
掌
タ
ル
職
務
・
審
査
・
戸
籍
・
社
寺
・
記
録
ノ
五
科
ヲ
摠
括

シ
、
職
制
章
程
ハ
無
論
、
上
ハ
官
省
使
庁
寮
・
府
県
及
裁
判
所
ノ
往
復
、
下

ハ
官
吏
並
ニ
一
般
士
民
ノ
願
伺
届
類
受
付
等
、
租
税
出
納
金
穀
出
納
ノ
件
ヲ

除
キ
、
其
他
多
少
関
渉
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
シ
、
然
ト
雖
ト
モ
当
課
ニ
於
テ
特
ニ

功
績
ノ
主
ト
シ
テ
挙
ク
可
キ
者
ナ
シ
、
只
本
年
度
ニ
於
テ
初
テ
県
会
ヲ
開
設

シ
、
又

皇
太
后
宮
伊
香
保
行
啓
前
後
及
郡
区
編
制
・
社
倉
積
穀
等
ニ
至
テ

ハ
頗
ル
鞅
掌
ヲ
極
ム
ト
言
フ
可
キ
ノ
ミ

明
治
十
二
年
十
二
月

（
中
略
）

明
治
十
二
年
中
記
録
科
分
掌
事
務
取
調
件

二
月
某
日

邑
楽
郡
地
誌
編
集
ニ
着
手

三
月
十
三
日

宮
内
省
ニ
於
テ
考
節
録
続
篇
編
集
ニ
付
、
管
内
考
節
者
取
調
進
達

五
月
五
日

歴
史
学
務
部
四
冊
稿
成
、
修
史
館
ヘ
出
ス

五
月
九
日

共
拾

甘
楽
郡
々
村
志
脱
稿

地
理
局
ヘ
出
ス

弐
冊

同
月
十
五
日

緑
埜
郡
々
村
志
編
集
ニ
着
手

七
月
廿
一
日

皇
太
后
宮
伊
香
保
行
啓
ニ
付
、
上
野
名
所
概
略
一
冊
、
古
器
物
古
墳
図
一

冊
ヲ
編
集
差
出
ス

同
月
三
十
一
日

同
上
ニ
付
、
沿
道
里
程
調
及
ヒ
名
勝
旧
蹟
撮
録
各
一
冊
編
集
シ
差
出
ス

八
月
廿
二
日

印
刷
局
長
得
能
大
書
記
官
伊
太
利
亜
人
召
連
、
金
石
鉱
物
・
化
学
製
品
・

古
器
宝
物
古
文
書
等
展
観
ノ
為
メ
各
県
巡
回
ニ
付
、
右
古
器
物
古
文
書
類

蒐
集
ニ
従
事
ス
、
九
月
ニ
至
テ
中
山
道
新
町
駅
於
テ
展
覧
ニ
供
ス

八
月
三
十
日

自
明
治
六
年

本
年
四
月
中
、
本
県
布
達
全
書
編
集
ニ
着
手
、
本
日
三
冊

同
八
年
迄

出
版
ス

九
月
某
日
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山
田
郡
地
志
編
纂
ニ
着
手

十
一
月
三
十
日

明
治
九
年
ヨ
リ

本
県
布
達
全
書
六
冊
出
版
ス

同
十
一
年
マ
テ

十
二
月
十
六
日

共
拾

一

利
根
郡
々
村
志

・
甘
楽
郡
々
村
志
附
録

成
稿
ニ
付
、
地
理
局

弐
冊

冊

ヘ
出
ス

（
後
略
）

四

群
馬
県
の
史
誌
編
輯
状
況
と
引
継

（
１
）
史
誌
業
務
の
遅
延
と
対
応

右
の
編
輯
掛
「
考
績
録
」
に
よ
っ
て
歴
史
・
地
誌
等
の
進
捗
状
況
を
具
体

的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
以
降
の
状
況
に

つ
い
て
は
関
係
史
料
が
伝
存
し
て
い
な
い
た
め
詳
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、

そ
の
後
の
編
輯
作
業
は
決
し
て
順
調
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
三
月
七
日
、
係
員
の
世

木
真
人
が
飯
塚
忠
成
課
長
へ
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
世
木
は

「
編
輯
係
事
務
ノ
本
分
ハ
歴
史
・
地
誌
」
の
編
輯
に
あ
る
と
し
、
そ
の
費
用

明
治
十
二
年
官
院
省
上
申
件
数
表

同
年
各
府
県
照
会
件
数

件
数

月
額

件
数

月
額

〇
一
月

〇
一
月

二
二
月

〇
二
月

二
三
月

〇
三
月

一
四
月

〇
四
月

二
五
月

〇
五
月

〇
六
月

一
六
月

〇
七
月

五
七
月

〇
八
月

二
八
月

一
九
月

二
九
月

二
十
月

九
十
月

三
十
一
月

九
十
一
月

三
十
二
月

五
十
二
月

拾
六
件

総
 
計

三
拾
三
件

総
 
計

と
し
て
政
府
か
ら
年
額
九
百
五
十
円
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、

編
輯
係
の
事
務
章
程
を
改
定
し
て
史
誌
以
外
の
業
務
を
削
除
す
る
よ
う
強
く

求
め
て
い
る
。
ま
た
意
見
書
の
但
し
書
に
は
「
歴
史
編
輯
ノ
明
治
七
年
以
前

未
完
備
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
本
年
七
月
迄
ニ
悉
皆
上
進
ノ
コ
ト
、
修
史
館
ヨ
リ
照
会

ノ
趣
」
と
あ
る
と
お
り
、
歴
史
編
輯
作
業
の
遅
延
に
対
し
明
治
十
六
年
七
月

ま
で
に
す
べ
て
上
申
す
る
よ
う
修
史
館
か
ら
督
促
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。

（
１
５
）

そ
の
後
、
明
治
十
六
年
六
月
四
日
に
は
庶
務
課
六
等
属
近
藤
不
二
三
（
編

輯
係
長
）
も
庶
務
課
一
等
属
山
内
信
実
（
庶
務
課
長
）
と
二
等
属
飯
塚
忠
成

（
調
査
係
長
）
あ
て
に
書
簡
を
呈
し
た
。
そ
の
中
で
歴
史
・
地
誌
の
編
輯
は

編
輯
係
の
専
業
で
あ
る
が
、
人
事
や
進
退
等
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
適
材
適

所
の
配
置
と
な
っ
て
い
な
い
現
状
を
批
判
し
て
「
編
輯
係
ハ
冷
局
」
と
断
定

し
、
か
つ
「
創
置
以
来
吏
員
ノ
更
迭
進
退
数
ル
ニ
暇
マ
ア
ラ
ス
、
而
シ
テ
編

輯
事
業
ノ
速
成
セ
サ
ル
所
以
ナ
リ
」
と
述
べ
て
、
史
誌
編
輯
事
業
の
遅
延
理

由
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
近
藤
は
、
改
善
策
と
し
て
組
織
の
変
更
に

よ
る
事
務
の
分
割
（
史
誌
編
纂
は
編
輯
係
、
簿
冊
監
護
等
は
各
課
署
、
統
計

表
・
布
達
全
書
調
査
は
調
査
係
）
と
吏
員
の
奨
励
（
係
員
山
崎
衡
・
真
砂
野

彦
の
登
用
）
を
進
言
し
て
い
る
。

（
１
６
）

右
の
意
見
や
進
言
を
受
け
て
庶
務
課
一
等
属
山
内
信
実
と
二
等
属
飯
塚
忠

成
は
明
治
十
六
年
六
月
、
楫
取
県
令
に
対
し
て
編
輯
係
事
務
章
程
を
改
定
し

て
歴
史
・
地
誌
編
輯
事
務
（
担
当
は
山
崎
衡
・
真
砂
野
彦
・
大
藤
雅
操
の
三

名
）
と
統
計
調
査
・
庁
中
文
書
取
扱
事
務
（
担
当
は
小
沢
如
風
・
世
木
真
人

・
堀
中
貴
思
の
三
名
）
に
分
離
す
る
案
を
示
し
、
延
滞
す
る
史
誌
業
務
の
改

善
策
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
庁
中
文
書
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、

各
課
署
に
文
書
専
掌
者
を
配
置
す
る
旨
の
下
命
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
同

年
九
月
十
三
日
に
は
山
内
・
飯
塚
両
名
が
編
輯
係
事
務
章
程
の
一
部
改
正
を
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伺
い
出
た
の
で
あ
る
。

（
１
７
）

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
明
治
十
七
年
七
月
九
日
、
太
政
大
臣
三
條
実
美

は
群
馬
県
に
対
し
て
「
国
史
・
地
誌
編
輯
ノ
儀
、
明
治
十
八
年
度
以
後
、
国

史
ハ
修
史
館
ニ
、
地
誌
ハ
内
務
省
ニ
於
テ
為
取
扱
候
條
、
右
編
輯
費
金
九
百

五
拾
円
ハ
同
年
度
以
後
之
ヲ
下
付
セ
ス
」
と
の
達
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に

（
１
８
）

よ
っ
て
明
治
十
八
年
六
月
を
期
限
と
し
て
、
県
史
編
輯
業
務
は
太
政
官
修
史

館
、
皇
国
地
誌
編
輯
業
務
は
内
務
省
地
理
局
へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
修
史
事
業
を
す
べ
て
国
へ
移
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と

し
て
は
、
群
馬
県
の
場
合
、
県
に
お
け
る
史
誌
編
輯
作
業
と
進
達
の
遅
延
、

町
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
草
稿
の
記
述
内
容
の
不
備
、
さ
ら
に
編
輯
経
費
の
増

大
、
編
輯
係
の
多
岐
に
渉
る
分
掌
業
務
と
人
材
配
置
の
問
題
な
ど
が
内
在
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
史
誌
事
務
の
引
継
と
編
輯
係
の
廃
止

右
の
太
政
官
達
を
受
け
て
群
馬
県
の
庶
務
課
編
輯
係
は
、
史
誌
事
務
を

国
へ
一
括
引
き
継
ぐ
た
め
の
作
業
に
取
り
掛
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
ち
ょ
う

ど
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
の
七
月
三
十
日
に
は
楫
取
群
馬
県
令
が
元
老

院
議
官
に
転
任
し
、
後
任
に
佐
藤
與
三
が
就
任
し
た
時
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
同
年
八
月
に
は
「
知
事
更
迭
事
務
引
継
書
」
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
中
で
庶
務
課
編
輯
係
の
史
誌
編
輯
の
経
緯
や
進
捗
状
況
、
そ
し
て
既
に
国

へ
上
申
し
た
地
誌
・
県
史
等
の
書
目
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
列
記
す

れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
熊
谷
県
管
轄
沿
革
概
略
（
一
冊
）
、
上
野
・
武
蔵
地
誌
提
綱
（
二
冊
）

○
武
蔵
国
賀
美
郡
々
村
誌
（
一
冊
）
、
上
野
国
碓
氷
郡
々
村
誌
（
六
冊
）
、

同
吾
妻
郡
々
村
誌
（
六
冊
）
、
同
新
田
郡
々
村
誌
（
十
冊
）
、
同
那
波

郡
々
村
誌
（
五
冊
）
、
同
佐
位
郡
々
村
誌
（
五
冊
）
、
同
片
岡
郡
々
村

誌
（
二
冊
）
、
同
多
胡
郡
々
村
誌
（
三
冊
）
、
同
緑
埜
郡
々
村
誌
（
五

冊
）
、
同
山
田
郡
々
村
誌(

六
冊)

、
同
邑
楽
郡
々
村
誌
（
八
冊
）
、
同

甘
楽
郡
々
村
誌
（
十
三
冊
）
、
同
甘
楽
郡
々
村
誌
附
録
（
一
冊
）
、
同

利
根
郡
々
村
誌
（
十
二
冊
）
、
同
群
馬
郡
々
村
誌
（
十
七
冊
）

○
群
馬
県
歴
史
政
治
部
（
県
治
・
工
業
・
民
俗
・
騒
擾
時
変
・
忠
孝
節
義

・
拓
地
・
学
校

十
冊
）
、
同
制
度
部
（
禁
令

四
冊
）
、
同
職
制
部

（
官
制

八
冊
）

右
に
示
し
た
よ
う
に
地
誌
に
関
し
て
は
、
上
野
国
十
四
郡
の
う
ち
編
輯
が

未
着
手
の
勢
多
郡
を
除
く
十
三
郡
の
郡
村
誌
が
こ
の
引
継
時
点
で
上
申
済
み

で
あ
っ
た
が
、
県
史
に
つ
い
て
は
明
治
七
年
以
前
に
係
る
数
項
目
が
編
輯
途

中
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
、
右
の
県
史
・
郡
村
誌
以
外
で
編
輯
係
が
調
査
・
編

成
し
た
書
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
孝
義
力
田
篤
志
者
取
調
（
一
冊
）
、
上
野
国
古
墳
考
（
一
冊
）
、
県
治

小
効
（
一
冊
）
、
官
員
履
歴
・
明
治
元
～
八
年
（
三
冊
）
、
上
野
名
所

概
略
（
一
冊
）
、
群
馬
県
一
覧
表
（
一
折
）
、
群
馬
県
統
計
表
（
一
冊
）
、

群
馬
県
布
達
全
書
・
明
治
六
～
十
六
年
（
二
十
六
冊
）

一
方
、
庶
務
課
編
輯
係
で
は
県
令
交
代
後
も
引
き
続
き
史
誌
事
務
の
引
継

に
向
け
た
作
業
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
期
限
で
あ
る
明
治
十
八
年
六
月
に
は

「
地
誌
編
輯
事
務
引
継
演
説
書
」
と
「
歴
史
編
輯
事
務
引
継
演
説
書
」
を
作

成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
内
務
省
地
理
局
と
太
政
官
修
史
館
ヘ
提
出
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
演
説
書
に
よ
れ
ば
、
未
着
手
で
あ
っ
た
勢
多
郡
の
地
誌
は
、
地

誌
編
輯
材
料
書
類
目
録
を
添
え
て
「
勢
多
郡
よ
り
徴
取
せ
し
町
村
誌
原
稿
之

侭
及
御
引
継
候
」
と
あ
る
。
ま
た
県
史
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
年
ま
で
に
県

治
・
工
業
・
学
校
・
職
制
・
禁
令
の
五
項
目
を
編
成
・
進
達
し
、
続
い
て
拓

地
・
民
俗
・
勧
業
・
褒
賞
・
警
保
・
刑
罰
・
賑
恤
・
祭
典
・
駅
逓
・
租
法
・

兵
制
・
忠
孝
節
義
・
騒
擾
時
変
等
も
進
達
し
た
が
、
戸
口
・
刑
法
・
会
計
・
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禄
制
等
や
武
州
に
係
る
歴
史
は
未
着
手
と
あ
る
。

（
１
９
）

し
た
が
っ
て
、
明
治
八
年
七
月
の
編
輯
掛
設
置
以
降
進
め
ら
れ
て
き
た
群

馬
県
の
歴
史
・
地
誌
編
輯
事
業
は
、
何
れ
も
未
完
の
ま
ま
明
治
十
八
年
六
月

を
最
後
に
国
（
修
史
館
と
地
理
局
）
へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
業
務
を
担
当
し
た
編
輯
係
も
庶
務
課
「
職
制
章
程
」
中
の
次
の

文
書
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
同
年
七
月
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
来

の
業
務
は
庶
務
課
常
務
係
（
統
計
書
の
作
成
及
び
各
課
考
績
録
の
編
纂
）
、

同
記
録
係
（
庁
中
文
書
の
う
ち
法
律
・
規
則
関
係
の
緊
要
書
類
及
び
官
省
布

達
・
御
指
令
書
等
の
収
集
保
管
）
、
そ
し
て
勧
業
課
（
古
文
書
・
古
器
物
等

の
関
係
文
書
）
へ
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
０
）

（
欄
外
）

「
七
月
八
日
決
判
済

校
合
済
（
津
金
㊞
）
七
月
八
日
浄
書
済
㊞
」

明
治
十
八
年
七
月
七
日

一
等
属

山
内
信
実
㊞

令
（
佐
藤
㊞
）
（
森
㊞
）
大
書
記
官

庶
務
課

常
務
係
㊞

㊞

㊞

㊞

調
査
係
㊞

㊞

㊞

勧
業
課
㊞

㊞

本
課
編
輯
係
改
正
之
義
ニ
付
伺

本
課
編
輯
係
分
掌
歴
史
・
地
誌
編
纂
之
義
ハ
、
本
年
六
月
限
被
廃
、
右

事
務
修
史
館
及
地
理
局
ヘ
引
継
之
筈
ニ
有
之
候
処
、
抑
編
輯
係
之
義
ハ

歴
史
・
地
誌
之
事
務
新
設
已
前
、
既
ニ
庁
中
之
文
書
編
纂
ノ
為
メ
設
置

セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
テ
、
文
書
ノ
編
纂
タ
ル
県
治
上
必
要
ノ
事
務
タ
ル
、

固
リ
論
ヲ
竣
タ
サ
ル
儀
ニ
候
得
共
、
是
迄
同
係
員
俸
給
等
、
都
テ
史
誌

編
輯
費
ヲ
以
支
弁
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
此
際
多
少
減
員
セ
サ
ル
ヲ
不

得
、
然
ル
ニ
於
テ
ハ
些
少
ノ
吏
員
ヲ
以
一
係
ト
シ
、
庁
中
ノ
文
書
ヲ
収

理
保
存
ス
ル
義
ハ
到
底
難
相
成
ニ
付
、
客
年
本
課
中
記
録
係
ヲ
被
置
、

専
ラ
文
書
浄
写
送
達
ノ
事
務
ヲ
管
理
候
得
共
、
其
名
義
ニ
依
レ
ハ
編
輯

係
ノ
事
務
ヲ
併
セ
管
理
セ
シ
ム
ル
モ
、
敢
テ
不
允
当
ニ
無
之
歟
ト
相
考

候
、
依
テ
此
際
同
係
ヲ
廃
セ
ラ
レ
、
右
事
務
ヲ
常
務
係
ト
記
録
係
ト
及

勧
業
課
ト
ニ
分
裂
シ
、
更
ニ
別
案
之
通
更
正
、
夫
々
御
達
相
成
可
然
哉
、

此
段
相
伺
候
也

御
達
案

（
朱
書
）

「
規
第
三
十
四
号
」

調
査
係

各
課
署

庶
務
課
中
編
輯
係
ヲ
廃
ス

右
相
達
候
事

（
朱
書
）

「
規
第
三
十
五
号
」

庶
務
課

今
般
、
其
課
編
輯
係
ヲ
廃
シ
候
ニ
付
、
常
務
係
・
記
録
係
章
程
ヘ
左
ノ

通
追
加
ス

常
務
係

一
、
統
計
書
ヲ
作
ル
事

一
、
各
課
考
績
録
編
纂
ノ
事

記
録
係



- 36 -

群馬県立文書館 『双文』VOL.32

一
、
庁
中
文
書
ノ
法
律
規
則
ニ
関
ス
ル
緊
要
ノ
書
類
、
并
官
省
ノ
達

若
ク
ハ
訓
示
及
ヒ
指
令
書
等
ヲ
収
理
保
存
ス
ル
コ
ト

（
朱
書
）

「
一
、
古
文
書
古
器
物
等
ニ
係
ル
事
」

右
相
達
候
事

（
朱
書
）

「
規
第
三
十
六
号
」

庶
務
課
ヲ
除
ク

調
査
係

各
課
署

庶
務
課
ヘ
別
紙
之
通
相
達
候
条
、
其
旨
心
得
ヘ
シ

右
相
達
候
事

旧
編
輯
係
章
程
中
、
古
文
書
古
器
物
ニ
係
ル
事
項
ハ
、
勧
業
課
分
任
相

当
ト
存
候
ニ
付
、
左
ニ
相
伺
候
也

（
朱
書
）

「
規
第
三
十
七
号
」

勧
業
課

其
課
農
商
係
章
程
ヘ
左
ノ
一
項
ヲ
追
加
ス

一
、
古
文
書
古
器
物
等
ニ
係
ル
事

右
相
達
候
事

（
朱
書
）

「
規
第
三
十
八
号
」

勧
業
課
ヲ
除
キ

調
査
係

各
課
署

勧
業
課
ヘ
別
紙
之
通
相
達
候
条
、
其
旨
心
得
ヘ
シ

右
相
達
候
事

結
び
に
か
え
て

以
上
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
七
月
に
熊
谷
県
庶
務
課
内
に
開
設
さ
れ

た
編
輯
掛
の
事
務
章
程
に
則
っ
て
実
施
さ
れ
た
歴
史
・
地
誌
編
輯
事
業
に
つ

い
て
、
群
馬
県
庶
務
課
編
輯
掛
（
係
）
の
「
職
制
章
程
」
や
「
考
績
録
」
等

の
紹
介
を
兼
ね
て
、
そ
の
編
輯
事
務
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し

群
馬
県
に
お
け
る
史
誌
編
輯
事
業
は
、
頻
繁
に
行
わ
れ
た
国
の
所
轄
機
関
（
太

政
官
記
録
課
→
歴
史
課
・
地
誌
課
→
修
史
局
→
修
史
館
・
地
理
局)

の
変
更

や
県
の
組
織
改
正
（
編
輯
掛
→
記
録
科
→
編
輯
係
）
、
そ
し
て
編
輯
掛
の
多

岐
に
わ
た
る
分
掌
事
務
な
ど
が
影
響
し
た
た
め
か
、
当
初
か
ら
必
ず
し
も
順

調
に
進
行
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
庶
務
課
の
「
考
績
録
」
（
明
治

九
・
十
・
十
二
年
）
や
「
職
制
章
程
」
の
中
の
編
輯
係
改
正
伺
い
（
明
治
十

六
年
三
月
～
九
月)

、
知
事
更
迭
事
務
引
継
書
（
明
治
十
七
年
八
月
）
、
そ
し

て
国
へ
史
誌
事
務
を
引
き
継
ぐ
際
の
歴
史
・
地
誌
編
輯
事
務
引
継
演
説
（
明

治
十
八
年
六
月
）
な
ど
の
記
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
結
果
、
明
治
政
府
が
各
府
県
に
指
示
し
た
「
府
県
史
」
「
地
誌
」
編

輯
事
業
は
、
明
治
十
八
年
六
月
を
期
限
に
未
完
の
ま
ま
国
（
太
政
官
修
史
館

と
内
務
省
地
理
局
）
が
一
括
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
十

九
年
一
月
に
は
太
政
官
制
の
廃
止
に
よ
る
新
た
な
内
閣
制
度
の
発
足
に
伴
っ

て
修
史
館
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
府
県
史
編
輯
事
業
も
中
止

さ
れ
た
。
そ
の
後
も
前
述
し
た
と
お
り
繰
り
返
し
組
織
・
名
称
等
が
変
更
さ

れ
て
お
り
、
明
治
二
十
六
年
四
月
十
日
に
帝
国
大
学
文
科
大
学
内
に
あ
っ
た
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史
誌
編
纂
掛
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
国
の
修
史
事
業
も
こ
こ

に
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
群
馬
県
の
史
誌
編
輯
事
業
で
作
成
さ
れ
た
「
県
史
」
・
「
地
誌
」

の
草
稿
等
は
現
在
、
当
文
書
館
の
議
会
図
書
室
収
集
文
書
中
に
「
群
馬
県
歴

史
」
及
び
「
郡
村
誌
」
の
名
で
保
存
・
公
開
さ
れ
、
か
つ
群
馬
県
文
化
事
業

振
興
会
か
ら
『
群
馬
県
歴
史
』
全
五
巻
と
『
上
野
国
郡
村
誌
』
全
十
八
巻
と

し
て
翻
刻
・
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
明
治
前
期
の
群
馬
県
政
や
県
下
の
郡
町
村

の
実
態
を
知
る
上
で
不
可
欠
な
基
本
資
料
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
県
の
庶
務
課
編
輯
掛
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
し
た
史
誌
編
輯

事
業
は
不
完
全
と
は
い
え
、
明
治
前
期
の
本
県
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
稿
は
明
治
前
期
に
お
け
る
群
馬
県
の
庶
務
課
編
輯
掛
の
史
誌
編

輯
業
務
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
史
料
紹
介
で
あ
る

が
、
そ
の
事
務
章
程
や
考
績
録
を
見
る
と
、
編
輯
掛
の
分
掌
は
史
誌
編
輯
を

第
一
と
し
て
い
る
が
、
ほ
か
に
御
指
令
本
書
や
庁
内
重
要
文
書
の
編
冊
と
保

存
管
理
、
県
の
組
織
・
職
制
章
程
の
作
成
、
各
課
執
務
報
告
書
の
編
纂
、
古

文
書
・
古
器
物
等
の
文
化
財
関
係
資
料
の
保
存
管
理
等
々
、
そ
の
範
囲
は
県

政
の
広
範
に
わ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
よ
っ

て
黎
明
期
の
群
馬
県
に
お
け
る
庁
内
文
書
の
管
理
保
存
や
文
化
財
行
政
の
歴

史
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
編
輯
掛
の
業
務
や
組
織
の
変
遷
過
程
を
さ

ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
明
治
期
の
群
馬
県
に
お
け
る
歴
史
・
地
誌
編
輯
業
務
に
関
し
て

は
、
拙
稿
「
【
史
料
紹
介
】
明
治
十
八
年
群
馬
県
旧
編
輯
係
の
史
誌
事
務
引

継
一
件
」
（
当
館
研
究
紀
要
『
双
文
』
第
三
十
一
号
）
を
は
じ
め
、
前
掲
の

『
上
野
国
郡
村
誌
１

勢
多
郡
（
１
）
』
（
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
昭

和
五
十
二
年
刊
）
の
解
題
（
丑
木
幸
男
氏
執
筆
）
及
び
阿
久
津
宗
二
「
群
馬

県
に
お
け
る
明
治
期
公
文
書
の
編
纂
過
程
と
保
存
規
則
」
（
『
双
文
』
第
一

号
）
等
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）
岡
田
昭
二
「
群
馬
県
に
お
け
る
史
誌
編
纂
事
業
と
そ
の
変
遷
」
（
群

馬
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
『
双
文
』
第
二
十
四
号

平
成
十
九
年
刊
）

岡
田
昭
二
「
【
史
料
紹
介
】
明
治
十
八
年
の
関
東
六
県
古
文
書
採
訪

記
録
ー
群
馬
県
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
同
右
『
双
文
』
第
二
十
二
号

平
成
十
七
年
刊
）

岡
田
昭
二
「
【
史
料
紹
介
】
明
治
十
八
年
群
馬
県
旧
編
輯
係
の
史
誌

事
務
引
継
一
件
」
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
（
同
右
『
双
文
』
第
三
十
一
号

平
成
二

十
六
年
刊
）

（
２
）
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史

史
料
集
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

平
成
十
三
年
刊
）

太
田
富
康
『
近
代
地
方
行
政
体
の
記
録
と
情
報
』
（
岩
田
書
院

平

成
二
十
二
年
刊
）

（
３
）
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史

史
料
集
』
所
収
（
史
料
№
二
）

（
４
）
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史

史
料
集
』
所
収
（
史
料
№
三
）

（
５
）
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
巻
所
収

（
６
）
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
七
巻
ノ
一
（
明
治
七
年
）
所
収

（
７
）
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
第
八
巻
ノ
一
（
明
治
八
年
）
所
収

（
８
）
『
群
馬
縣
史
』
第
四
巻
（
群
馬
縣
教
育
会

昭
和
二
年
刊
）
、
『
群
馬

県
百
年
史
』
上
巻
（
群
馬
県

昭
和
四
十
六
年
刊
）
、
『
群
馬
県
史

通
史
編
７
（
近
代
現
代
１
）
』
（
群
馬
県

平
成
三
年
刊
）
ほ
か

（
９
）
『
群
馬
縣
歴
史
』
第
一
巻
（
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会

昭
和
四
十
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八
年
刊
）
「
旧
群
馬
県
職
制
」
所
収

（

）
『
群
馬
縣
歴
史
』
第
一
巻
（
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会

昭
和
四
十

10
八
年
刊
）
「
旧
熊
谷
県
職
制
」
所
収

（

）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」
の
「
職
制
章
程
」
（
文

11
書
館
マ
イ
ク
ロ
複
製
本
№
五
九
ー
二
〇
五
）
所
収

（

）
注
（

）
に
同
じ

12

11

（

）
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
「
知
事
更
迭
事
務
引
継
書
」
（
請
求
№
明
一
六

13
三
）
所
収

（

）
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
「
明
治
八
年

管
下
布
告
留

庶
務
課
」
（
請

14
求
№
明
五
六
）
所
収

（

）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」
の
「
職
制
章
程
」
（
文

15
書
館
マ
イ
ク
ロ
複
製
本
№
五
九
ー
二
〇
五
）
所
収

な
お
、
明
治
十
六
年
三
月
の
世
木
真
人
意
見
書
の
頭
注
・
貼
紙
に
は

編
輯
係
事
務
章
程
と
し
て
次
の
八
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
。

事
務
章
程

一
、
歴
史
・
地
誌
編
輯
之
事

一
、
庁
中
一
切
ノ
文
書
ヲ
収
理
編
製
及
保
存
之
事

一
、
管
内
政
表
及
一
覧
表
調
製
之
事

一
、
共
武
政
表
草
案
編
製
之
事

一
、
布
達
全
書
ヲ
作
ル
事

一
、
本
県
日
誌
ヲ
編
纂
発
行
ノ
事

一
、
各
課
考
績
録
編
纂
之
事

一
、
古
文
書
・
古
器
物
等
ニ
係
ル
コ
ト

（

）
注
（

）
に
同
じ

16

15

（

）
注
（

）
に
同
じ

17

15

（

）
注
（
１
）
の
拙
稿
（
『
双
文
』
第
三
十
一
号
）
所
収
（
史
料
⑤
）

18

（

）
注
（
１
）
の
拙
稿
（
『
双
文
』
第
三
十
一
号
）
所
収
（
史
料
③
㉓
）

19
（

）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
群
馬
県
庁
文
書
」
の
庶
務
課
「
職
制
章
程
」

20（
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
複
製
本
№
五
九
ー
二
〇
五
）
所
収
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